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はじめに 

四国電力株式会社は、平成 28 年 12 月 26 日、同社社長から知事に対し、伊

方発電所敷地内への乾式貯蔵施設設置について検討する旨報告を行い、その

後、乾式貯蔵施設設置に関して、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に

関する法律（以下「原子炉等規制法」という。）に基づき、平成 30 年５月 25

日に原子力規制委員会に対し、原子炉設置変更許可申請書を提出するととも

に、愛媛県及び伊方町に対して、伊方原子力発電所周辺の安全確保及び環境保

全に関する協定書（以下「安全協定」という。）に基づく事前協議の申し入れ

を行った。 

愛媛県においては、伊方原子力発電所環境安全管理委員会原子力安全専門部

会（以下、「原子力安全専門部会」という。）で、同施設での使用済燃料の貯蔵

に関する安全性について技術的・専門的観点から審議してきた。 

本報告書は、伊方発電所敷地内への乾式貯蔵施設設置について、これまでの

審議、原子力規制委員会から直接確認した審査結果及び地域特性等を踏まえ、

原子力安全専門部会として確認した結果を取りまとめたものである。 
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第１ 審議の経過 

四国電力は、原子炉等規制法に基づき、平成 30 年５月 25 日に原子力規制委

員会に対し、伊方発電所敷地内への乾式貯蔵施設設置に係る原子炉設置変更許

可申請書を提出し、同委員会により審査が行われてきた。 

原子力安全専門部会は、平成 30 年６月 15 日に四国電力から原子炉設置変更

許可申請の概要等を聴取するとともに、先行事例である日本原子力発電株式会

社東海第二発電所及び東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電

所の乾式貯蔵施設を現地調査した上で、審議を開始した。 

その後、令和２年９月 16 日に、原子力規制委員会において、原子炉設置変

更許可がなされたことから、原子力安全専門部会は、11 月 13 日、同委員会か

ら審査結果の詳細説明を受け、11 月 25 日、これまでの審議内容を原子力安全

専門部会報告書として取りまとめた。 

 

 

 

原子力安全専門部会の審議状況 

 

 

  

審議回数等 年月日 内 容 

第１回 平成 30 年 ６年 15 日 乾式貯蔵施設設置計画について説明  

現地調査 
平成 30 年９月 11-12 日 

平成 30 年 11 月 ７日 

先行事例視察［日本原子力発電㈱東海第二発電

所及び東京電力ＨＤ㈱福島第一原子力発電所］ 

第２回 平成 31 年 ２月 ８日 先行事例視察等を踏まえて審議 

第３回 令和 ２年 ２月 18 日 地震等外力の影響について審議 

第４回 令和 ２年 ９月 ８日 乾式キャスクの安全機能について審議 

第５回 令和 ２年 10 月 16 日 乾式キャスクの安全機能について継続審議 

第６回 令和 ２年 11 月 13 日 
国から審査結果及び核燃料サイクル政策に

ついて聴取、部会報告書（案）を提示 

第７回 令和 ２年 11 月 25 日 部会報告書の取りまとめ 
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第２ 発電所敷地内での乾式貯蔵施設設置に係る許可基準 

四国電力は、使用済燃料の貯蔵裕度を確保するため、伊方発電所敷地内に、

輸送・貯蔵兼用の乾式キャスクによる使用済燃料乾式貯蔵施設を設置する計画

としている。 

発電用原子炉施設の変更に係る安全性については、原子炉等規制法第 43 条

の３の６第１項において、実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及

び設備の基準に関する規則（以下「設置許可基準規則」という。）に定める基

準に適合することとされており、乾式貯蔵施設の設置に関しては、「設計基準

対象施設の地盤（第３条）」、「地震による損傷の防止（第４条）」、「津波による

損傷の防止（５条）」、「外部からの衝撃による損傷の防止（６条）」、「発電用原

子炉施設への人の不法な侵入等の防止（第７条）」、「火災による損傷の防止

（第８条）」、「溢水による損傷の防止（第９条）」、「安全避難通路等（第 11

条）」、「安全施設（第 12 条）」、「燃料体の取り扱い施設及び貯蔵施設（第 16

条）」、「工場等周辺における直接線等からの防護（29 条）」及び「放射線からの

放射線業務従事者の防護（30 条）」の項目への適合が求められている。 
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第３ 設置許可基準規則と申請概要 

設置許可基準規則のうち関連項目に対する申請の概要等について、以下に記

す。（図１のとおり。） 

 

 

 

１．設計基準対象施設の地盤（第３条） 

設置許可基準規則では、兼用キャスクは、基準地震動による地震力が作用

した場合においても当該施設を十分に支持することができる地盤に設けなけ

ればならないこと、変形した場合においてもその安全機能が損なわれるおそ

れがない地盤に設けなければならないこと及び変位が生ずるおそれがない地

盤に設けなければならないことを要求している。ただし、地盤に十分に支持

されず、変位が生じても、その安全機能が損なわれない方法により設けるこ

とができるときは、この限りではないとしている。 

四国電力は、本要求に対して、次のとおり設計する方針としている。 

 

①設計方針 

乾式キャスクを設置する乾式貯蔵建屋は、基準地震動※１による地震力が

作用した場合においても十分に支持することができ、また、変形した場合

図１ 設計方針概要 
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においてもその安全性が損なわれるおそれがなく、かつ変位が生じるおそ

れがない地盤に設置する。 

  

②設計方針の妥当性 

乾式キャスクを設置する乾式貯蔵建屋を設置する地盤は、ＣＨ級の堅硬

な岩盤（Ｉ級岩盤）であり、不等沈下、液状化及び揺すり込み沈下等の影

響を受けるおそれはなく、基準地震動による地盤の動的解析を行った結

果、①基礎地盤のすべり、②基礎の支持力、③基礎底面の傾斜が次のとお

り、評価基準値を満足することを確認している。 

また、当該地盤については、将来活動する可能性のある断層等が露頭し

ておらず、変位が生ずるおそれがないことを確認している。 

 

 

 

なお、伊方発電所３号機の基準地震動の策定にあたって活用した地震調

査研究推進本部地震調査委員会の「中央構造線断層帯の長期評価」（平成

23 年２月）が、平成 29 年 12 月に改訂されたため、今回改めて、改訂版で

ある「中央構造線断層帯の長期評価（第二版）」について確認し、改訂内容

が、地震動評価に影響を与えないことを確認している。 

 

※１：平成 27 年７月、伊方発電所３号機新基準適合性審査において原子力規制委員

会より許可された想定される最大の地震動（650 ガル） 

 

図２ 地盤評価結果 

原子炉建屋等

海水ピット

海水管ダクト

緊急時対策所

軽油タンク

海水取水口

乾式貯蔵建屋

O’

O

100m

評価対象施設

P’

P
N’

N

乾式貯蔵建屋

固体廃棄物貯蔵庫

非常用開閉所

評価項目 評価値 評価基準値

①基礎地盤のすべり

最小すべり安全率
2.8

1.5

②基礎の支持力
最大接地圧

0.52 N/mm2 7.84 N/mm2

③基礎底面の傾斜
最大傾斜
1/38,000

1/2,000

※すべり安全率は、想定したすべり面のすべりに対する安全性を示しており、
数字が大きいほど安全である。１を下回るとすべりが生じる。

（解析対象断面のうち最も厳しい結果を与えた「O-O’断面」を例として記載）
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２．地震による損傷の防止（第４条） 

設置許可基準規則では、設計基準対象施設の耐震重要度分類に応じた安全

性を求めるとともに、兼用キャスクについては、基準地震動等の同規則に定

める地震力※２及び斜面の崩壊に対して安全機能が損なわれるおそれがないこ

とを求めている。 

四国電力は、本要求に対して、次のとおり設計する方針としている。 

 

①設計方針 

・乾式貯蔵施設は、各施設の安全機能が喪失した場合の影響の相対的な程

度に応じて各耐震クラスに分類し、それぞれに応じた地震力に対して、

設備に要求する機能が保持できるように設計する 

・兼用キャスクについては、基準地震動による地震力に対して、安全機能

が損なわれるおそれがないように設計する 

・乾式キャスクは、基準地震動による地震力によって周辺斜面が崩壊しな

いことを確認し、その安全機能が損なわれるおそれがない場所に設置す

る 

 

②設計方針の妥当性 

乾式貯蔵施設を構成する主要な施設の耐震クラスを下記のとおり分類し、

それぞれに応じた地震力に対する耐震性を確保する。なお、乾式キャスク及

び貯蔵架台については、今後、工事計画認可申請がなされた段階で概ね 1,000

ガルの揺れに対する耐震性を確保していることを確認する。 

 

 

  

 

 

 

  

表１ 乾式貯蔵施設の耐震クラス 

＊１：基準地震動（650ガル）によって使用済燃料乾式貯蔵容器の支持機能を維持

できるとともに、耐震クラスSの機器に波及的影響を及ぼさないものとする。
＊２：基準地震動（650ガル）による地震力に対して、機能を保持できるものとする。

また、概ね1,000ガルの揺れに対する耐震性が確保されていることを確認する。
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また、乾式貯蔵施設を中心とした敷地断面のうち、施設が設置される標高

の斜面法尻から斜面法肩を考えた場合に斜面勾配が急となる断面等について、

基準地震動による動的解析を行い、すべり安全率が評価基準値を満足するこ

とを確認している。 

 

 

 

※２：全国一律に適用される地震力及び発電所ごとに定められる基準地震動があ

り、いずれかによる評価を求めている。 

 

 

 

 

３．津波による損傷の防止（第５条） 

設置許可基準規則では、兼用キャスク及びその周辺施設は、基準津波等の

同規則に定める津波※３に対して安全機能が損なわれるおそれがないことを求

めている。 

四国電力は、本要求に対して、次のとおり設計する方針としている。 

 

①設計方針 

・乾式貯蔵建屋の設置された敷地において、基準津波※４による遡上波を地

上部から到達又は流入させない設計とする 

・建屋及び区画については、津波防護重点範囲を明確化し、津波による影

響等を受けない位置に設置する設計とする 

 

表１ 乾式貯蔵施設の耐震クラス 

図３ 周辺斜面評価結果 

乾式貯蔵建屋

固体廃棄物貯蔵庫

EL.+21.0m 

EL.+32.0m 

EL.+84.0m 

評価項目 評価値 評価基準値

周辺斜面の
すべり

最小すべり安全率
1.7

1.2
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②設計方針の妥当性 

乾式貯蔵施設は、T.P.+25m に設置することから、基準津波（T.P.+8.12m）

は遡上しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※３：全国一律に適用される津波及び発電所ごとに定められる基準津波があり、い

ずれかによる評価を求めている。 

 

※４：平成 27 年７月、伊方発電所３号機新基準適合性審査において原子力規制委員

会より許可された想定される最大の津波（T.P.+8.12m） 

荷揚岸壁
（T.P.+4.5m）

西側護岸
（T.P.+5.0m）

北側護岸
（T.P.+5.0m）

乾式貯蔵施設
（T.P.+25.0m）

基準津波
水位T.P.+8.12m

設計方針の妥当性

▼　

敷地高さ　
T.P.+10m

乾式貯蔵施設

T.P.+25.0m

基準津波

水位T.P.+8.12m
▼

【乾式貯蔵施設 敷地断面イメージ図】

図５ 基準津波による最大浸水深分布 

図４ 乾式貯蔵施設 敷地断面イメージ 
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４．外部からの衝撃による損傷の防止（第６条） 

設置許可基準規則では、乾式貯蔵施設について、発電所敷地で想定される自

然現象（地震及び津波を除く）等に対して安全機能を損なわないことを要求し

ている。 

四国電力は、本要求に対して、次のとおり設計する方針としている。 

 

（１）竜巻 

①設計方針 

乾式貯蔵施設について、最大風速 100m/s の竜巻が発生した場合において

も、竜巻による風圧力による荷重、気圧差による荷重及び飛来物の衝撃荷

重を組み合わせた荷重等に対して安全機能を損なわないために、飛来物の

発生防止対策及び竜巻防護対策を行う。 

 

②設計方針の妥当性 

 国内で過去に発生した竜巻による最大風速 92m/s 及び竜巻最大風速のハ

ザード曲線による最大風速 84 m/s を踏まえ、最大風速 100m/s の竜巻に対

して安全機能を損なわない対策を講じる。 

【飛来物の発生防止対策】 

・乾式キャスクへ影響を及ぼす資機材及び車両については、固縛、固定又

は乾式キャスクから離隔する 

【竜巻防護対策】 

・固縛等による飛来物の発生防止対策ができないものが飛来し、乾式貯蔵

施設が安全機能を損なわないために、乾式貯蔵建屋により乾式キャスク

を防護する 

・乾式貯蔵建屋は竜巻による風圧力による荷重、気圧差による荷重及び飛

来物の衝撃荷重を組み合わせた荷重等に対して構造健全性を維持する設

計とする 

 

また、乾式貯蔵建屋の給排気口はラビリンス構造とし、設計飛来物が乾

式キャスクに直接衝突しない設計にするとともに、乾式貯蔵建屋は新規制

基準適合性審査における工事計画において、設計竜巻（最大風速 100m/s）

に耐えることを、評価式を使って確認した壁厚さ、屋根スラブ厚さに余裕

を加え、設計飛来物が衝突した場合においても、貫通及び裏面剥離の発生

により乾式貯蔵建屋内の乾式キャスクが安全機能を損なわない設計とする。 
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（２）火山 

①設計方針 

乾式貯蔵施設について、降下火砕物の構造物への静的負荷に対して安全

裕度を有する設計とすること、乾式貯蔵建屋の給排気口に対する機械的影

響（閉塞）に対して降下火砕物が侵入しにくい設計とすること、構造物の

化学的影響（腐食）に対して短期での腐食が発生しない設計とすることに

より、安全機能を損なわない設計とする。 

 

②設計方針の妥当性 

降下火砕物の影響から防護する施設である乾式キャスクは乾式貯蔵建屋

に設置するため、降下火砕物による影響について、乾式貯蔵建屋の構造や

設置状況等を考慮し、想定される影響因子に対して、乾式貯蔵建屋が乾式

キャスクの安全機能を損なわない設計としている。なお、想定する降下火

砕物については、既許可の設計条件※５を適用している。 

【乾式貯蔵建屋への静的負荷】 

・乾式貯蔵建屋の許容荷重が、降下火砕物による荷重に対して安全裕度を

有することにより、構造健全性を失わず乾式キャスクの安全機能を損な

わない設計とする 

【乾式貯蔵建屋への化学的影響（腐食）】 

・外装の塗装等によって降下火砕物に含まれる腐食性ガスによる短期腐食

で乾式キャスクの安全機能を損なわない設計とするとともに、降灰後の

長期的な腐食影響については、日常保守管理等により対応する 

【乾式貯蔵建屋の給排気口に対する機械的影響（閉塞）】 

・乾式貯蔵建屋の給排気口はラビリンス構造とするなど開口部の形状等に

より、降下火砕物が流路に侵入しにくい設計とする 

・乾式貯蔵建屋の給排気口は、降下火砕物が流路に侵入した場合でも、流

路が閉塞しない設計とするとともに、点検及び状況に応じた除去等によ

り対応する 

 

※５：層厚 15 ㎝、粒形１mm 以下、密度 0.5g/cm3（乾燥状態）～1.5 g/cm3（湿潤状

態）の降下火砕物 
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（３）外部火災 

①設計方針 

乾式貯蔵施設が外部火災に対して、想定される最も厳しい火災が発生し

た場合においても必要な安全機能を損なわないよう、防火帯の設置、離隔

距離の確保、建屋による防護、障壁による防護及び代替設備の確保等によ

って、安全機能を損なわない設計とする。 

 

②設計方針の妥当性 

・外部火災熱影響評価のうち、船舶以外を火災源とした評価については、

表２のとおり、既許可にて離隔距離の妥当性を確認している原子炉建屋

及び原子炉補助建屋以上の離隔距離を確保している 

・船舶を火災源とした熱影響について評価した結果、乾式貯蔵施設外壁表

面の温度は、コンクリート許容温度である 200℃を下回る約 56℃である

ことを確認している 

・早期に消火体制を確立し、防

火帯外縁での消火活動を可能

とするため、消防要員を構内

に常駐させる 

 

 

 

 

 

（４）その他 

 ①設計方針 

  上記（１）～（３）以外にも、凍結、降水等の自然現象に加え、飛来物

（航空機落下等）、ダムの崩壊等の人為事象を選定し、影響を考慮する必要

がある事象に対しては、適切な対策を講じることにより、安全機能を損なわ

ない設計とする。 

 

 ②設計方針の妥当性 

乾式貯蔵施設の設置位置、周辺環境の状況等から、影響を考慮する必要が

あると判断した、風（台風）、凍結、降水、積雪、落雷、地滑り及び高潮の

自然現象については、過去の観測記録を調査し、最も厳しい条件等を想定し

ても、安全機能を損なわない設計が可能であることを確認している。 

表２ 火災源からの離隔距離 

想定する火災源

離隔距離（ｍ）

原子炉建屋

（既許可評価）
乾式貯蔵施設

森林火災 ７０ ２００

重油タンク １００ １４０

空冷式非常用発電装置 ２３ １８０

航空機墜落(例：UP-3D) ３２ ９０

船舶 ６９０ ４９０
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５．人の不法な侵入等の防止（第７条） 

設置許可基準規則では、人の不法な侵入等の防止を求めている。 

四国電力は、本要求に対して、次のとおり設計する方針としている。 

 

①設計方針 

乾式貯蔵施設を含む発電用原子炉施設への人の不法な侵入等を防止する

ため接近管理、出入管理及び不正アクセス行為の防止を行える設計とする。 

 

②設計方針の妥当性 

人の不法な侵入等を防止するため、区画の設定、人の容易な侵入を防止

できる柵、鉄筋コンクリート造りの壁等の障壁による防護、巡視、監視、

出入口での身分確認や持ち込み点検、施錠管理及び情報システムへの外部

からのアクセス遮断措置を行うことにより、接近管理、出入管理及び不正

アクセス行為の防止を行うとしている。 

 

 

 

 

６．火災による損傷の防止（第８条） 

設置許可基準規則では、火災により発電用原子炉施設の安全性が損なわれ

ないよう、火災の発生を防止でき、かつ、火災感知設備及び消火設備並びに

火災の影響を軽減する機能を求めている。 

四国電力は、本要求に対して、次のとおり設計する方針としている。 

 

①設計方針 

乾式貯蔵施設は、火災により発電用原子炉施設の安全性を損なわないよ

う、火災発生防止、火災感知器及び消火並びに火災の影響軽減に必要な措

置を講じる設計とする。 

 

②設計方針の妥当性 

・火災防護の対象機器である乾式キャスクを貯蔵する乾式貯蔵建屋を火災

区域として設定する 

・火災区域のうち、乾式キャスクの貯蔵機能を有する貯蔵エリア、貯蔵エ

リアに隣接する取扱エリア及びユーティリティエリアを火災区画として
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設定し、火災発生防止、火災感知設備及び消火設備並びに火災の影響を

軽減する機能を有する設計とする 

・火災発生防止のため、乾式貯蔵施設は不燃性又は難燃性材料を使用した

設計とした上で、乾式貯蔵建屋には避雷設備を設置するとともに、送電

線には、故障回路を早期に遮断する設計とする 

・乾式貯蔵施設は、保管する乾式キャスクが金属製で十分な耐火能力を有

しており、貯蔵エリアには可燃物を置かず発火源を極力排除することと

しており、火災による安全機能への影響は考えにくいことから、火災感

知設備としては消防法に基づく火災感知器のみを、消火設備としては消

火器及び屋内消火栓のみを設置する 

・消火用水の水源は平ばえ消火タンク（約 150 ㎥）及び原水貯槽（約 600

㎥）としており、２本の屋外消火栓を同時に使用して消火することを想

定し、屋外消火栓に必要な流量（350L/min）で消火を２時間継続した場

合の水量（84 ㎥）を確保する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図：乾式貯蔵建屋の火災区域

【凡例】

：火災区域

：火災区画
乾式キャスク

取扱エリア

貯蔵エリア

ユーティリティエリア

図６ 乾式貯蔵建屋の火災区域 
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７．溢水による損傷の防止（第９条） 

設置許可基準規則では、溢水による損傷の防止等を求めている。 

四国電力は、本要求に対して、次のとおり設計する方針としている。 

 

①設計方針 

乾式貯蔵施設は、発電用原子炉施設内における溢水が発生した場合にお

いても安全機能を損なわない設計とする。 

 

②設計方針の妥当性 

・防護対象設備である乾式キャスクは、溢水事象を想定しても必要とされ

る安全機能（放射性物質の閉じ込め機能）を損なわない、単純で頑丈な

構造の金属製の静的機器（容器）で、外部からの動力の供給を必要とし

ない設計とする。（乾式キャスクは溢水の影響を受けても安全機能を損な

わない機器であることから、溢水影響評価の対象外） 

・乾式キャスクの閉じ込め機能は、金属製のガスケットを頑丈な胴と一次

蓋で挟んで圧縮することで維持しており、輸送状態で 200m の水中に浸漬

させても問題ない設計となっている。貯蔵状態（三次蓋及び緩衝体が無

い状態）で 200m の水圧を想定しても、一次蓋に発生する応力はおおむね

弾性範囲内であり、閉じ込め機能を担保できることを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図７ 乾式キャスクの閉じ込め構造 

外被材（アルミニウム）

内被材（ニッケル基合金）

コイルスプリング
（ニッケル基合金）

密封境界
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８．安全避難通路等（第 11 条） 

設置許可基準規則では、その位置を明確かつ恒久的に表示することにより

容易に識別できる安全避難通路、照明用の電源が喪失した場合においても機

能を損なわない避難用の照明を設けることを求めている。 

四国電力は、本要求に対して、次のとおり設計する方針としている。 

 

①設計方針 

乾式貯蔵施設内には、避難階段を設置し、それに通じる安全避難通路を

設ける設計とし、また、安全避難通路に誘導灯を設ける設計とする。 

 

②設計方針の妥当性 

・建築基準法に準拠し、安全避難通路を構成する避難階段及び地上へ通じ

る通路を設置するとともに、消防法に準拠し、誘導灯を設け、避難口及

び避難の方向を明確かつ恒久的に表示する 

・誘導灯は、灯具に蓄電池を内蔵し、照明用電源が喪失した場合において

も機能を損なわない設計とする 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

避難階段

安全避難通路

取扱エリア

貯蔵エリア

出口

２　階

電気室

１　階

北 南

東

西

図８ 乾式貯蔵建屋の安全避難通路等 
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９．安全施設（第 12 条） 

設置許可基準規則では、安全施設は、その安全機能の重要度に応じて、安

全機能が確保されたものでなければならないこと等を求めている。 

四国電力は、本要求に対して、次のとおり設計する方針としている。 

 

①設計方針 

乾式貯蔵施設は、「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関

する審査指針」※６に基づき、それが果たす安全機能の性質に応じて分類

し、その重要度に応じた試験又は検査を行うこと等により、想定される全

ての条件下で、十分高い信頼性を確保し、かつ、維持し得る設計とする。 

 

②設計方針の妥当性 

・乾式貯蔵施設の安全上の機能別重要度分類を、次のように定め、これら

の機能を果たすべき構築物、系統及び機器を適切に設計するとしている 

 

  

  ・乾式貯蔵施設は、劣化等に対しても十分な余裕を持って機能維持が可能

となるよう、供用中に想定される圧力、温度、湿度、放射線量等各種環

境条件を考慮し、十分安全側の条件下においても安全機能を発揮できる

設計とする 

  ・乾式貯蔵施設は、その健全性及び能力を確認するため、供用中に１次蓋

と２次蓋の蓋間圧力と乾式キャスク表面及び乾式貯蔵建屋内の温度を測

定できる設計とする 

 

※６：平成２年８月、原子力安全委員会が決定した指針。 

 

 

表３ 乾式貯蔵施設における安全機能の重要度分類 

構築物、系統又は機器
機能別

重要度分類
分類の根拠

乾式キャスク（注１） ＰＳ－２ 乾式キャスクは、原子炉冷却材圧力バウンダリに直接接続されていないも
のであって、放射性物質を貯蔵する機能を有するため、ＰＳ－２に該当する。

乾式貯蔵建屋（注２） ＰＳ－３
乾式貯蔵建屋（貯蔵機能を有する範囲）は、乾式キャスク（ＰＳ－２）の貯蔵
機能を補完する構築物であり、乾式キャスクの間接関連系と考えられること
から、ＰＳ－２の一つ下位のＰＳ－３に該当する。

（注１）貯蔵架台及び基礎を含む。
（注２）間接関連系に相当する。
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10．燃料体の取扱施設及び貯蔵施設（第 16 条） 

設置許可基準規則では、乾式キャスクについて、閉じ込め機能、臨界防止機

能、遮蔽機能及び除熱機能を適切に有していること、また乾式キャスクの各構

成部材及び収納される使用済燃料の長期健全性及び設計上想定される衝撃力に

対する適切な設計等を求めている。 

四国電力は、本要求に対して、次のとおり設計する方針としている。 

 

（１）閉じ込め機能 

①設計方針 

・乾式貯蔵施設内では、乾式キャスク蓋部を開放することなく、かつ、内

包する放射性物質の閉じ込めを乾式キャスクのみで担保する設計とする 

・乾式キャスクは、適切に放射性物質を閉じ込めることができ、閉じ込め

機能を監視できる設計とする 

 

②設計方針の妥当性 

乾式キャスクは、本体及び一次蓋により使用済燃料を封入する空間を設

計貯蔵期間（60 年間）を通じて負圧に維持し、一次蓋と二次蓋の蓋間をあ

らかじめ正圧とし圧力障壁を形成することにより放射性物質を閉じ込める

設計であり、蓋及び蓋貫通孔のシール部に、乾式キャスク内部を負圧に維

持可能な漏えい率※７よりも漏えい率の小さい金属ガスケットを用いること

を確認している。 

 

 

また、二次蓋に貫通部を設け、蓋間空間の圧力を圧力計により、監視で

きる構造とし、蓋間圧力の監視頻度は３か月に１回の頻度で監視すること

で、核分裂生成ガス等の放出に至る前に、密封シール部の異常を検知する

ことができるとしている。 

 

※７：貯蔵開始時の乾式キャスク本体内部圧力を約 0.8 気圧とし、燃料棒からの核分

裂生成ガス放出（0.1％破損）も考慮して設計貯蔵期間（60 年）経過後の乾式

キャスク本体内部圧力が大気圧となる漏えい率 

 

表４ 基準漏えい率に対する金属ガスケットの性能 

基準漏えい率
（Pa・m3/s）

金属ガスケットの性能
（Pa・m3/s）

2.49×10-6 ≦1.0×10-8

3号炉ウラン燃料用

基準漏えい率
（Pa・m3/s）

金属ガスケットの性能
（Pa・m3/s）

2.58×10-6 ≦1.0×10-8

1,2号炉ウラン燃料用
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（２）臨界防止機能 

①設計方針 

乾式キャスクは、想定される最も厳しい状態を仮定しても中性子実効増

倍率※８が 0.95（解析上の不確定さを含む。）以下となる設計とする。 

 

②設計方針の妥当性 

乾式キャスク内には、中性子吸収材である、ほう素添加アルミニウム合

金を配置したバスケットで格子構造とし、設計貯蔵期間（60 年）を通じて

使用済燃料を所定の配置に維持できる設計としており、最も厳しい条件と

して、未照射燃料の冠水

状態における臨界評価を

実施し、中性子実効増倍

率が 0.95 を下回ること

を確認している。 

 

※８：単位時間当たりに消滅する中性子数に対して生成する中性子数の比を増倍率と

呼び、漏れのある有限な体系において、漏れを考慮した時の増倍率を実効増倍

率という。体系内の中性子の生成と消失の均衡が保たれている状態のとき、実

効増倍率は１であり、未臨界のときは１未満である。 

 

（３）遮蔽機能 

①設計方針 

乾式キャスクは、一般公衆及び放射線業務従事者に対し、放射線被ばく

上の影響を及ぼすことのないよう、使用済燃料から放出される放射線をガ

ンマ線遮蔽材及び中性子遮蔽材により適切に遮蔽する設計とする。 

 

②設計方針の妥当性 

乾式キャスクは、本体及び蓋部にガンマ線遮蔽材として炭素鋼、中性子

遮蔽材として水素を多く含むエポキシ系のレジンを用いることとしており、

収納物（使用済燃料）に係る解析条件について乾式キャスクへの収納制限

を鑑みて保守的に設定するとともに、設計貯蔵期間中（60 年）のレジンの

質量減損を 2.5％

見込んで遮蔽解析

評価を実施し、基準

値を下回ることを

確認している。 

表５ 乾式キャスクの臨界解析評価結果 

※：統計誤差（σ）の３倍（3σ）を加味した値である。

乾式キャスク型式
中 性 子

実効増倍率※ 基 準 値

1,2号炉ウラン燃料用 0.91
≦0.95

3号炉ウラン燃料用 0.92

乾式キャスク型式 最大線量当量率 基 準 値

＜タイプ１＞
1,2号炉ウラン燃料
（14×14型燃料）用

表面 1.57 m Sv/h ≦2 m Sv/h

表面から １m離れた位置 83.8 μ Sv/h ≦100 μ Sv/h

＜タイプ２＞
3号炉ウラン燃料

（17×17型燃料）用

表面 1.83 m Sv/h ≦2 m Sv/h

表面から１m離れた位置 86.0 μ Sv/h ≦100 μ Sv/h

表６ 乾式キャスクの遮蔽解析評価結果 
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評価結果 基準値 備考

乾式キャスクの周囲温度 約45℃ ≦50℃ 基準値は乾式キャスクの除熱評価で設定している温度

（４）除熱機能 

①設計方針 

乾式キャスクは、自然冷却によって収納した使用済燃料の崩壊熱を外部

に放出できる設計とする。 

 

②設計方針の妥当性 

乾式キャスクは、使用済燃料から発生する崩壊熱を熱伝導及びふく射に

より乾式キャスクの外表面に伝え、対流及びふく射により周囲の空気等に

伝達して除熱するが、乾式キャスク本体側部の中性子遮蔽材には熱伝導率

の低いレジンを用いるため、伝熱フィンを設けることにより必要な伝熱性

能を確保することとしており、使用済燃料の収納制限を鑑みて解析条件を

保守的に設定するとともに、乾式キャスク周囲の環境温度を 50℃に設定し

て乾式キャスク構成部材及び燃料集合体について除熱解析評価を実施し、

基準値を下回ることを確認している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

発熱量の大きい乾式キャスク（３号炉

ウラン燃料用）を貯蔵した状態における

乾式貯蔵建屋内の温度に関する評価結果

は最高でも約 45℃であり、除熱機能評価

の解析条件である環境温度 50℃（基準

値）を下回ることから、乾式貯蔵建屋が

乾式キャスクの除熱機能を阻害しないこ

とを確認している。 

図９ 乾式キャスクの除熱解析評価結果 

評価部位
解析結果

基準値 基準値の考え方
１，２号炉燃料用 ３号炉燃料用

使用済燃料 約 210 ℃ 約 220 ℃ ≦275 ℃ 燃料被覆管の長期健全性が維持される制限温度

乾式キャスク

構成部材

胴、外筒、一次蓋及び二次蓋 約 150 ℃ 約 150 ℃ ≦350 ℃ 設計貯蔵期間中の構造強度が確保される制限温度

中性子遮蔽材（レジン） 約140 ℃ 約 140 ℃ ≦149 ℃ エポキシ系レジンの使用可能温度

金属ガスケット 約 110 ℃ 約 110 ℃ ≦130 ℃ 金属ガスケットの長期健全性が維持される制限温度

バスケット 約 190 ℃ 約 200 ℃ ≦250 ℃ 設計貯蔵期間中の構造強度が確保される制限温度

※１：主要な部材を材質毎に整理している。 ※２：各評価部位の最高温度のうち最も高い温度を記載している。

※１：主要な部材を材質毎に整理している。 ※２：各評価部位の最高温度のうち最も高い温度を記載している。

※１：主要な部材を材質毎に整理している。 ※２：各評価部位の最高温度のうち最も高い温度を記載している。※１：主要な部材を材質毎に整理している。 ※２：各評価部位の最高温度のうち最も高い温度を記載している。

評価部位

解析結果

基準値 基準値の考え方１，２号炉
ウラン燃料用

３号炉
ウラン燃料用

乾式キャスク

構成部材

胴、外筒、一次蓋及び二次蓋 約 150 ℃※２ 約 150 ℃※２ ≦350 ℃ 設計貯蔵期間中の構造強度が確保される制限温度

中性子遮蔽材（レジン） 約140 ℃ 約 140 ℃ ≦149 ℃ エポキシ系レジンの使用可能温度

金属ガスケット 約 110 ℃ 約 110 ℃ ≦130 ℃ 金属ガスケットの長期健全性が維持される制限温度

バスケット 約 190 ℃ 約 200 ℃ ≦250 ℃ 設計貯蔵期間中の構造強度が確保される制限温度

℃

ｷｬｽｸ中心

ｷｬｽｸ中心 ｷｬｽｸ中心

乾式キャスク断面 使用済燃料集合体断面 乾式キャスク断面 使用済燃料集合体断面 

【温度分布図】 

℃℃℃

温度
低 高

空気の流れ

表７ 乾式貯蔵建屋における乾式
キャスク除熱機能評価 

図 10 乾式貯蔵建屋の除熱機能 
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【遮へい機能】

【閉じ込め機能】
二次蓋
一次蓋

使用済燃料

バスケット 【臨界防止機能】

ガンマ線遮へい層

伝熱フィン 【除熱機能】

中性子線遮へい層

金属ガスケット

※ 単位 ： 単位面積あたりの中性子の個数 （以下同じ）

＜照射影響＞

設計貯蔵期間中の中性子照射量が文献等に示される機械的特性変化が見られない基準値を
超えないことから、中性子照射による影響はない。

評価部位

解析結果（ n/cm２ ※） 基準値

（ n/cm２ ）<タイプ1>
1,2号炉燃料用

<タイプ2>
3号炉燃料用

使用済燃料 1.5×1015 1.5×1015 ＜１０２１～２２

乾式キャスク
構成部材

胴、外筒、一次蓋及び二次蓋 4.8×1014 5.9×1014 ＜１０１６

中性子遮蔽材（レジン） 1.3×1014 1.6×1014 ＜１０１５

金属ガスケット 1.8×1014 2.0×1014 ＜１０１９

バスケット 1.5×1015 1.5×1015 ＜１０１６

※：設計貯蔵期間中の熱影響によりわずかに質量減損が発生するため、遮蔽解析において、中性子遮蔽材
の質量減損を考慮 （2.5％）した評価を実施している 。

＜熱的影響＞
使用済燃料及び乾式キャスク構成部材温度が文献等に規定される基準値を超えないことから、
熱による経年変化を考慮する必要はない。

評価部位
解析結果（℃）

基準値（℃）<タイプ1>
1,2号炉燃料用

<タイプ2>
3号炉燃料用

使用済燃料 約 210 約 220 ≦275

乾式キャスク
構成部材

胴、外筒、一次蓋及び二次蓋 約 150 約 150 ≦350
中性子遮蔽材（レジン）※ 約140 約 140 ≦149

金属ガスケット 約 110 約 110 ≦130
バスケット 約 190 約 200 ≦250

また、貯蔵建屋内温度が異常に上昇していないこと、乾式キャスク内の

使用済燃料の崩壊熱が適切に除去できていることを確認するため、建屋内

温度が最も高くなる建屋排気口付近の温度及び乾式キャスクの表面温度を

３か月に１回の頻度で監視することとしている。 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

（５）乾式キャスクの各構成部材及び収納される使用済燃料の長期健全性 

①設計方針 

乾式キャスクを構成する部材及び使用済燃料の経年変化を考慮したうえ

で、使用済燃料の健全性を確保する設計とする。 

 

②設計方針の妥当性 

設計貯蔵期間（60 年）における放射線、温度及びキャスク内部環境下に

おける、乾式キャスク各部部材及び使用済燃料の健全性について平成 21 年

総合資源エネルギー調査会等の報告書により確認している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

監視項目 監視頻度

蓋間圧力

１回／３か月乾式キャスク表面温度

貯蔵建屋内温度

＜乾式キャスク外観図＞

圧力計

＜蓋部断面図＞

蓋間空間
一次蓋

二次蓋

モニタリングポート 圧力計 モニタリングポート
バルブ

二次蓋

胴

金属ガスケット

＜蓋部詳細図＞

 

 

 

 

 

乾式キャスク 

乾式貯蔵建屋 

建屋排気口 

温度計 

コネクタ 

ボックス 

図 11 蓋間圧力等の監視頻方法及び頻度 

【蓋間圧力】 【乾式キャスク表面温度】 

【貯蔵建屋内温度】 

図 12 長期健全性評価結果 
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（６）設計上想定される衝撃力に対する設計 

①設計方針 

設計上想定される衝撃力に対して、乾式キャスクに内包する放射性物質

の閉じ込めを乾式キャスクのみで担保する設計とする。 

 

②設計方針の妥当性 

使用済燃料乾式貯蔵施設で乾式キャスクを取扱う天井クレーン及び搬送

台車については、クレーン構造規格等に基づき、一般産業施設や公衆施設

と同等の安全性を有していることから、通常取扱時において想定するべき

事象としては、作業員の誤操作が想定され、下図のとおり抽出した事象に

対して、バスケットが塑性変形しないこと、密封境界部が概ね弾性範囲内

にとどまること及び燃料の健全性が維持されることを確認している。 

 

 

 

 

11．工場等周辺における直接線等からの防護（第 29 条） 

設置許可基準規則では、通常運転時において発電所原子炉施設からの直接

線及びスカイシャイン線による工場等周辺の空間線量率が十分低減できるこ

とを求めている。 

四国電力は、本要求に対して、次のとおり設計する方針としている。 

 

①設計方針 

乾式貯蔵施設は、既設を含めた原子炉施設からの直接線及びスカイシャ

イン線による敷地周辺の空間線量率を合理的に達成できる限り小さい値と

なるように設計するとし、具体的には、50μSv/年を超えない設計とする。 

 

図９ 長期健全性評価結果 

図 13 通常取扱時における想定事象 
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②設計方針の妥当性 

実際の計画よりも厳しい条件で解析した結果、敷地境界外における年間

線量は、既設建屋からの線量寄与を考慮しても、基準値 50μSv/年以下を

満たすとともに、安全協定に定める目標値 7μSv/年以下を満たすことを確

認している。 

  

 

 

 

 

 

 

 

12．放射線からの放射線業務従事者の防護（第 30 条） 

設置許可基準規則では、放射線業務従事者が業務に従事する場所の放射線

量を低減するとともに、放射線業務従事者を防護するため、放射線管理施設

の設置及び放射線管理施設に必要な情報の表示を求めている。 

四国電力は、本要求に対して、次のとおり設計する方針としている。 

 

①設計方針 

乾式貯蔵施設は、放射線業務従事者の受ける放射線量を低減できるよう、

遮蔽し、乾式キャスクの配置等放射線防護上の措置を講じた設計とする。 

 

②設計方針の妥当性 

乾式貯蔵施設の遮蔽設計は、関係各場所への立入頻度、滞在時間等を考

慮して、図 12 のとおり管理区域を設定し、遮蔽壁等を考慮し放射線量の減

衰評価を行うことで、遮蔽設計区分の妥当性を確認している。 

評価地点
年間線量(μSv)

使用済燃料乾式貯蔵建屋 既設建屋 合算 基準値
A 0.16 5.1 5.2

≦50
B 0.27 3.9 4.2

１，２号機放水口
３号機放水ピット

１号機

３号機

２号機

使用済燃料乾式貯蔵建屋

敷地境界線

SSE

SE

ESEＡ

Ｂ

敷地境界外評価地点図
A：伊方発電所敷地境界での最大評価地点
B：伊方発電所敷地境界での評価地点のうち、

使用済燃料乾式貯蔵建屋からの最短地点

線源 基数 線源強度 スペクトル

乾式
キャスク

貯蔵エリア
：48基

容器表面１mの線
量率が100μSv/h

となるように
規格化

包絡
スペクトル

＜敷地境界外線量評価における線源条件＞

図 14 敷地境界外における年間線量解析結果 
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なお、放射線業務従事者が立ち入る場所（管理区域）は、定期的及び必

要の都度、サーベイメータによる外部放射線に係る線量当量率の測定を行

うとともに、作業場所の入口付近等に線量当量率を表示する。 

 

   

：管理区域境界

取扱エリア

貯蔵エリア

Ⅱ（Ⅳ）

Ⅰ

Ⅱ

Ⅳ ※ 遮蔽設計区分上、第Ⅳ区分の線
量率の上限は設けていないが、作
業時には、実際の線量当量率の測

定結果、作業時間及び個人の被ば

く線量等を考慮して被ばく低減のた

め作業計画を定めるとともに、警報
付線量計着用により線量限度を超

えないよう被ばく管理を行う。

Ⅰ≦１．３ｍＳｖ／３月
Ⅱ≦０．０１ｍＳｖ／ｈ
Ⅲ≦０．１５ｍＳｖ／ｈ
Ⅳ＞０．１５ｍＳｖ／ｈ
・（　　）内は使用済燃料乾式
　貯蔵容器の取扱時を示す。
・使用済燃料乾式貯蔵施設
　には、区分Ⅲに相当するエ
　リアは無い。

※

図 15 乾式貯蔵施設の管理区域 
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第４ 原子力規制委員会の審査結果 

 令和２年 11 月 13 日、本議題における第６回目の原子力安全専門部会におい

て、原子力規制委員会から、次のとおり審査結果の説明を受けた。 

また、乾式キャスクによる貯蔵は、水や電気等の動力を必要としないため、同

じ量の使用済燃料をサイト内に貯蔵する場合には、使用済燃料ピットでの貯蔵よ

りも安全性が高く、乾式キャスクによる貯蔵を推奨している旨、説明があった。 

  

１ 判断基準及び審査方針 

  原子力規制委員会は、伊方発電所に設置する乾式貯蔵施設について、原子力

規制委員会規則や審査ガイド等に基づき審査した結果、設置許可基準規則の関

連項目に適合するものであることを確認した。 

 

２ 審査項目 

  ①地震による損傷の防止  ②設計基準対象施設の地盤 

  ③津波による損傷の防止  ④外部からの衝撃による損傷の防止 

  ⑤発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止 

  ⑥火災による損傷の防止  ⑦溢水による損傷の防止等 

  ⑧安全避難通路等  ⑨安全施設 

  ⑩燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設 

  ⑪工場等周辺における直接線等からの防護 

  ⑫放射線からの放射線業務従事者の防護 

 

３ 主な審査項目における確認結果 

 ①地震による損傷の防止 

  乾式キャスク及びその周辺施設の耐震設計が、 

 乾式キャスクは、想定される荷重と基準地震動（650 ガル）による地震

力とを組み合わせた荷重条件に対して、安全機能が損なわれるおそれが

ない設計であること 

 乾式貯蔵建屋は、乾式キャスクに波及的影響を与えないよう、基準地震

動による地震力に対して損壊しない設計であること 

等の方針であり、審査ガイド等に定める規定に適合していることを確認した。 

 

 ④外部からの衝撃による損傷の防止 

  乾式貯蔵施設に対して想定される自然現象及び人為事象について、 

 想定される竜巻に対して、乾式キャスクの安全機能が損なわれない設計
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であること 

 想定される火山事象が発生した場合においても、降下火砕物による腐食

等の火山影響に対して、乾式キャスクの安全機能が損なわれない設計で

あること 

 想定される外部火災が発生した場合においても、乾式貯蔵建屋が火災源

から必要な離隔距離を確保し、建屋のコンクリート壁による防護等によ

り、乾式キャスクの安全機能が損なわれない設計であること 

等の方針であり、審査ガイド等に定める規定に適合していることを確認した。 

 

⑩燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設 

 「燃料体等の貯蔵容量」、「臨界防止」、「遮蔽能力」、「崩壊熱の除去」、「閉じ

込め及び監視」及び「経年劣化を考慮した材料・構造健全性」の６項目のうち、 

 「閉じ込め及び監視」については、 

○乾式キャスクの密封性能を考慮し、一次蓋と二次蓋との蓋間圧力をＦＰ

ガス等の放出に至る前に検知できる適切な頻度（３か月に１度）で監視

すること 

○閉じ込め機能の異常に対しては、乾式キャスクを使用済燃料ピットへ移

送し、燃料の取出しや詰替えを行うことにより、修復性を有すること 

 「経年劣化を考慮した材料・構造健全性」については、 

60年の設計貯蔵期間の温度や放射線等の環境及びその環境下で生じ得る

経年劣化について、乾式キャスクの構成部材ごとに照射影響、熱的影響

及び化学的影響に対して、十分な信頼性のある材料を選定し、乾式キャ

スクの安全機能を維持する設計であること 

等の方針であり、審査ガイド等に定める規定に適合していることを確認した。 

 

４ 科学的・技術的意見の募集の主な結果 

（意 見）閉じ込め機能の異常時には、乾式キャスクを使用済燃料ピットへ移

送し、燃料の取出しや詰替えを行うこととなっているため、使用済燃

料ピットは必需施設であるが、供用中の３号機が廃炉になった場合、

修復性が担保されないのではないか。 

（考え方）仮に３号機が廃炉となった場合においても、その廃止措置計画認可

申請において、廃止措置期間中に性能を維持すべき施設として、乾式

キャスクによる貯蔵が維持される間は使用済燃料ピットを維持する等

により、乾式キャスクの修復性が担保されることを確認する 
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第５ 原子力安全専門部会の審議結果 

 原子力安全専門部会では、先行事例として、日本原子力発電株式会社の東海第

二発電所及び東京電力ホールディングス株式会社の福島第一原子力発電所に設

置されている乾式貯蔵施設の現地調査をした上で、原子力規制委員会の審査と並

行して、四国電力から、計画している乾式貯蔵施設の安全性に係る評価結果等に

ついて説明を受けるとともに、原子炉設置変更許可がなされた後は、原子力規制

委員会から審査結果の説明を受け、その内容を確認してきた。 

 本章では、事業計画、評価結果及び原子力規制委員会の審査結果等を確認し、

審議した結果を取りまとめた。 

 また、原子力安全専門部会の審議過程における委員の意見や要望は、参考資料

「伊方原子力発電所環境安全管理委員会原子力安全専門部会 委員コメント一

覧」に取りまとめている。 

 

 

１ 審議で確認した主な事項 

 

①伊方発電所の総合的な安全対策について 

 乾式貯蔵施設は、伊方３号機の運転と伊方１号機の廃止措置作業が並行して

実施される中で設置する計画であるが、伊方発電所全体としての安全確保に万全

を期すため、どのような対策を講じるのか。 

 

【四国電力回答】 

 乾式貯蔵施設の設置に当たっては、伊方３号機の運転に影響を与えない計画

を策定するなど、伊方発電所で実施される作業間の調整を綿密に図りながら、

安全最優先に工事を実施することとしている。 

 乾式貯蔵施設は、既設プラントから約 200ｍ離れた地点に、別建屋として独

立して設置することから、構内アクセスルート、構外からの参集ルートも含め

て、影響はないと考えているが、今後も様々な観点から十分配慮していく。 

 なお、乾式貯蔵施設竣工後の乾式キャスクの取扱作業に関しては、基本的に

従来の使用済燃料の搬送作業と同様であるが、キャスク内の真空乾燥や貯蔵し

ている間の監視設備の保守・作業員の被ばく管理など新たな作業も加わること

から、事前にしっかりと手順を整備・徹底し、安全確保を最優先に取り組むこ

ととしている。 
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②乾式貯蔵施設の安全性について 

(1)周辺斜面の安定性について 

 乾式貯蔵施設の周辺斜面の安定性評価に係る物性値はどのように設定してい

るのか。 

 

【四国電力回答】 

 ボーリング調査及び室内試験等を行い、伊方３号機に係る新規制基準適合性の

確認において実施した調査結果と整合的であることを確認した上で、３号機で使

用した物性値を使用して評価している。 

 評価に当たっては、乾式貯蔵施設への影響が考えられる斜面のうち、耐震評価

上、安全性が最も厳しくなると考えられる斜面を代表斜面として選定し、基準地

震動に対する地震応答解析を行い、すべり安全率が基準値 1.2 に対し、1.7 と地

盤安定性に問題ないことを確認している。 

 

 

 

②乾式貯蔵施設の安全性について 

(2)乾式貯蔵施設の耐震性について 

 乾式貯蔵建屋は耐震Ｃクラスに分類しているが、実質上は耐震Ｓクラスとして

設計するとの理解で良いか。また、地震による影響については、乾式貯蔵建屋内

に設置するクレーンの落下についても検討しているのか。 

 

【四国電力回答】 

 乾式キャスク及び貯蔵架台は、耐震Ｓクラスに分類し、基準地震動（650 ガル）

による地震力に対して、安全機能を保持できるとともに、概ね 1,000 ガルの揺れ

に対する耐震性を確保することとしている。 

一方、乾式貯蔵建屋については、その重要度から、耐震Ｃクラスに分類してい

るが、損壊等による乾式キャスクの安全機能への波及的影響を考慮し、基準地震

動による地震力においても損壊しない設計とする。 

 また、乾式貯蔵建屋内に設置する天井走行形クレーンは、二重ワイヤフックに

よる乾式キャスク落下防止や浮き上がり防止機能によるクレーン自体の落下防

止対策を講じるとともに、乾式キャスク貯蔵エリアにはクレーンを設置せず、貯

蔵エリア内での乾式キャスクの移動はエアパレットを用いることとしている。 
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③乾式キャスクの安全機能について 

(1)安全機能に関する解析条件及び解析結果の精度等について 

 乾式キャスクの安全機能（臨界防止、遮蔽、除熱）に関する解析条件と解析結

果の精度・信頼性等を明らかにすること。 

 

【四国電力回答】 

 安全機能に関する解析に当たっては、使用済燃料の収納制限を考慮した上で、

各解析項目の評価結果が最も厳しくなる使用済燃料の濃縮度、燃焼度、収納配置

等条件を選定しており、保守的な評価を行っている。 

 各解析には、検証された許認可実績のある解析コードを使用しており、解析結

果の精度・信頼性に問題はない。 

 また、遮蔽解析及び除熱解析については、決定論的に一つの解が得られるため、

統計誤差は存在しないが、臨界解析については、乱数を用いた統計処理を含むモ

ンテカルロ法を使用しており、計算結果（実効増倍率）に統計誤差を有するため、

平均値に統計誤差として３σを加味した値で評価し、基準値を満足することを確

認している。 

なお、臨界解析結果は、基準 0.95 以下に対し、統計誤差（３σ）約 0.002 を

加味して 0.92 である。 

 

 

③乾式キャスクの安全機能について 

(2)除熱解析の条件について 

 乾式キャスク表面での放熱は、ふく射による寄与は少なく、対流がメインと考

えられるが、乾式貯蔵建屋内の温度解析に用いた条件を明確にすること。 

 

【四国電力回答】 

 乾式キャスク外表面では、自然対流による熱伝達とふく射により除熱が行われ

ており、その寄与は自然対流による熱伝達が支配的である。 

このため、乾式貯蔵建屋内の温度解析に当たっては、乾式キャスクの外表面は

自然対流による熱伝達及びふく射を考慮して評価しているが、乾式キャスクの発

熱量は全て空気によって除熱されるとし、乾式貯蔵建屋のコンクリート等を通じ

て大気や地中に逃げる熱は考慮しない保守的な条件で建屋内温度を解析し、乾式

キャスクの周囲温度が除熱評価で設定している温度（50℃以下）であるため、乾

式キャスクの除熱機能を阻害しないことを確認している。 
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③乾式キャスクの安全機能について 

(3)除熱解析方法及び３次元の解析結果について 

 乾式キャスク構造部材温度の解析方法を明確にするとともに、３次元の解析結

果を資料に追加すること。 

 

【四国電力回答】 

 除熱解析は、使用済燃料の発熱量が構造部材による熱伝導及びヘリウムガスに

よる熱伝導により、乾式キャスク内部から一次蓋や金属ガスケットに熱が伝達さ

れるとして各部材の温度を計算している。なお、乾式キャスク内部の温度がより

高くなるようヘリウムガスの対流は考慮していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

③乾式キャスクの安全機能について 

(4)除熱解析の妥当性について 

 燃料棒間の空間や燃料被覆管やペレット等部材の違いによる熱伝導度の違い

も考慮した上で、基準値を満足すると評価しているのか。 

 

【四国電力回答】 

 １、２号機燃料用キャスクと比べ発熱量の大きい３号機燃料用キャスクにおけ

る使用済燃料の発熱量は約 15.8kW（44GWd/t、15 年冷却）であり、使用済燃料１

体あたりの発熱量は約 660W、燃料棒１本あたり約 2.5W、燃料棒１m あたりでは

わずか 0.7W である。 

この値は、定格出力で運転中の原子炉内の線出力（平均 17.1kW/ｍ）に対して

約 1/25000 程度であるため、燃料棒内（燃料被覆管表面からペレット中心まで）

の温度差は、定格出力運転中の原子炉内における燃料棒内の温度差約 1400℃か

乾式キャスク本体

バスケット

使用済燃料

熱伝導

熱伝導
熱伝導

熱伝導

ふく射
ふく射

対流

伝熱フィン

レジン

外筒

図 16 乾式キャスクの除熱構造 
及び伝熱経路 

図 17  除熱解析の３次元評価結果 

℃

1,2 号炉ウラン燃料用 3 号炉ウラン燃料用 
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ら算出した結果、0.06℃程度と無視できる程度である。 

 これを踏まえて、除熱解析の燃料集合体モデルでは、燃料棒のモデルは径方向

の要素分割は行わず、ペレット、ギャップ及び燃料被覆管の均質体（熱伝導率は

体積平均値）としている。 

 

 

 

 

 

③乾式キャスクの安全機能について 

(5)乾式キャスク構成部材の温度及び線量当量率の経年変化について 

 使用済燃料収納時からの乾式キャスク構成部材の温度と線量当量率の経年変

化を明確にすること。 

 

【四国電力回答】 

 線量当量率及び温度（使用済燃料の崩壊熱量）は貯蔵開始時が最も高く、その

後、時間の経過とともに低下していくことから、各解析は、最も厳しい貯蔵開始

時の条件が設計貯蔵期間中継続すると仮定して保守的に評価している。 

3号機用 解析結果（ABAQUS）

燃料
集合体
断面

拡大図

☆
ｷｬｽｸ中心位置

燃料被覆管(温度高)
218.25 ℃

ペレット中心
218.24 ℃

燃料被覆管（温度低）
218.22 ℃

燃料棒内（燃料被覆管表面からペレット中心まで）の温度差は0.02℃である。

炉内計装用
案内管 →

図 18 除熱解析における詳細結果 

燃
料

被
覆

管
外

面
と

の
温

度
差

燃料棒中心からの距離0
rf rg rc

燃料棒中心
燃料ペレット 燃料被覆管

ヘリウム

燃料集合体モデルの

燃料棒最高温度

燃料被覆管最高温度

：除熱解析(ABAQUS)結果
：評価①

0.06℃
（原子炉内線出力と比較して計算）

0.02℃

線量当量率（乾式キャスク表面から１ｍの位置）の推移  崩壊熱量の推移  

燃料被覆管

基準温度

金属ガスケット

基準温度

中性子遮蔽材（レジン）

基準温度

バスケット材（アルミニウム合金）

基準温度

図 19 ３号機ウラン燃料用乾式キャスクにおける線量当量率等の経年変化 
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③乾式キャスクの安全機能について 

(6)中性子遮蔽材（レジン）の劣化について 

 遮蔽に関する解析については、照射や熱の影響によるレジンの劣化についても

考慮しているのか。また、レジンが分解した際に発生するガスの影響については

どのように評価しているのか。 

 

【四国電力回答】 

 レジンは、中性子照射量 1015n/cm2 までは、顕著な質量減損は見られないこと

が確認されいるが、乾式キャスクで使用するレジンの設計貯蔵期間中（60 年間）

の中性子照射量については、最も中性子照射量が高くなる箇所において、貯蔵開

始時から一定として評価しても、1.6×1014n/cm2程度であることから、中性子照

射による有意な劣化はないものと考えられる。 

 レジンは、保守的に貯蔵開始時を想定した除熱解析結果で算出した温度（約

140℃）で、設計貯蔵期間である 60 年間保持した場合の熱影響により、質量が

２％程度減損すると評価されている。貯蔵期間の経過とともに温度は低下するこ

ととなるが、遮蔽解析に当たっては、2.5％の質量減損を考慮し、十分に保守的

な評価をした上で、安全性を確認している。 

 また、乾式キャスク側部、蓋部、底部の部材については、中性子遮蔽材である

レジンを配置した領域に、レジンの熱分解で発生した水が水蒸気となり内圧が発

生することも考慮して健全性を評価し、十分な強度を有していることを確認して

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中性子遮蔽材（レジン）

基準温度

図 20 乾式キャスクの構造図 

【乾式キャスクの構造図】

中性子遮蔽材【レジン】

二次蓋【炭素鋼】

一次蓋【炭素鋼】

使用済燃料

バスケット

【ほう素添加アルミニ
ウム合金、アルミニウ
ム合金】

ガンマ線遮蔽材【炭素鋼】

伝熱フィン【銅】

貯蔵架台

2.6m

5.2m

＜タイプ１＞

1,2号炉ウラン燃料（14×14型燃料）用

基礎ボルト（床面に固定）

2.6m

5.2m

＜タイプ２＞

3号炉ウラン燃料（17×17型燃料）用

固定装置

図 21 ３号機ウラン燃料用乾式キャ
スクにおける温度推移【再掲】 
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③乾式キャスクの安全機能について 

 (7)衝撃に対する健全性等ついて 

 乾式キャスクへの衝撃により、使用済燃料が破損することはないのか。破損が

疑われる場合はどのように対応するのか。 

 

【四国電力回答】 

 乾式貯蔵施設では、地震により乾式貯蔵建屋は損壊せず、乾式キャスクを床に

固定して設置することに加え、乾式キャスクを取り扱うクレーンや搬送台車につ

いてはクレーン構造規格等に基づき一般産業施設や公衆施設と同等の安全性を

有するよう設計することから、貯蔵時の取り扱いに際して乾式キャスクに衝撃が

加わる設計上想定される事象としては、作業員の誤操作による天井クレーンの走

行速度 18.0m/分又は天井クレーン巻上・巻下速度 1.2m/分での検査架台や貯蔵

架台等への衝突が想定される。 

 これらの衝突で生じる加速度は１～３Ｇ程度であり、燃料被覆管に発生する応

力は弾性範囲内であるため、使用済燃料に過度な変形が生じず、燃料ペレットが

燃料被覆管から脱落しないことから、使用済燃料の健全性や再取出性に問題がな

いことを確認している。 

 乾式キャスクの閉じ込め機能に異常が確認された場合や乾式キャスクの落下等

により内封している使用済燃料の破損等が想定される場合は、必要に応じて伊方

発電所３号機使用済燃料ピットに移送し、使用済燃料の詰替えや点検等を実施す

ることとする。 

 また、これら衝撃で燃料被覆管の周方向への応力は増加しない※１ことから、

貯蔵時と同じく、１,２号機燃料約 95MPa、３号機燃料約 86MPa であり、100MPa
※２を下回ることを確認している。 

 なお、輸送に係る審査では、輸送中の事故を想定した安全性を確認するよう求

められており、輸送時に乾式キャスクが 0.3ｍ落下した場合、20～30Ｇの加速度

が発生するが、燃料被覆管は弾性範囲内であることを確認している。 

 

 ※１ クレーン走行時      ：横方向への衝突であり、燃料棒の曲げ方向に応力 

が作用するのみで、周方向応力は増加しない。 

   クレーン巻上・巻下時：軸方向への衝突であり、燃料棒の軸方向に圧縮応 

力が作用するのみで、周方向応力は増加しない。 

 ※２ 燃料被覆管の温度を 275℃以下、周方向応力を 100MPa 以下とすることにより、熱に

よる経年変化を防ぐことができるとしている。なお、温度については最高でも 220℃程

度であることを、解析において評価している。 
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④使用済燃料の長期健全性について 

(1)使用済燃料の長期健全性の確認について 

 国内でＰＷＲ燃料を乾式貯蔵した実績はないが、使用済燃料自体の長期健全性

を明確にすること。 

 

【四国電力回答】 

 使用済燃料の長期健全性については、ＰＷＲ用燃料に関する試験等から得られ

た知見を踏まえ、「照射影響」、「熱的影響」及び「化学的影響」の観点から次の

とおり問題ないことを確認している。 

項 目 確  認  内  容 

照射影響 

設計貯蔵期間中の中性子照射量が機械的特性に変化が見られ

ない照射量（1021～1022n/cm2）に対し、設計貯蔵期間中の中

性子照射量（1.5×1015n/cm2）は十分低い。 

熱的影響 

乾式貯蔵施設での貯蔵は、設計貯蔵期間を通じた、使用済燃

料被覆管の熱の経年変化に対して「クリープひずみ」、「照射

硬化の回復」、「水素化物再配向」及び「応力腐食割れ」を防

ぐ条件である「275℃以下、周方向応力 100MPa 以下」を満足

する。 

化学的影響 

貯蔵中の乾式キャスク内は、燃料被覆管の酸化量及び水素吸

収量が無視し得るほど小さいとされる「残留水分 10wt%以下

の不活性雰囲気（ヘリウムガス）」の環境である。 

 

 
 

④使用済燃料の長期健全性について 

(2)中性子照射脆化に係る温度影響について 

 同じ中性子量であれば、温度が低い方が脆化し易いとの知見もあるが、設計貯

蔵期間中の温度低下による影響も考慮しているのか。 

 

【四国電力回答】 

 中性子量は時間の経過とともに低下していくが、照射脆化については、貯蔵初

期の照射量が低下することなく一定で持続するとして評価している。このような

保守的な解析条件においても、燃料被覆管等の照射試験結果で照射脆化に影響の

あることが確認されている中性子量と比べると、乾式キャスクにおける照射量は

十分に小さいことから、貯蔵期間中の温度低下を考慮しても照射脆化への影響は

無視できる程度である。 
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④使用済燃料の長期健全性について 

(3)貯蔵期間中における使用済燃料の健全性確認について 

 使用済燃料の貯蔵中に燃料被覆管が破損等することも考えられるが、燃料被覆

管の健全性等はどのように確認するのか。 

 また、国において、乾式キャスクに収納した使用済燃料の貯蔵期間中の健全性

について、審査で重視した点はなにか。 

 

【四国電力回答】 

 乾式キャスクの構造上、貯蔵しながら燃料被覆管の状態を直接確認することは

できないが、次のとおり設計・運用することにより、燃料被覆管の健全性は維持

でき、異常に対しても適切に対応できるものと考えている。 

 ・乾式キャスクには、健全燃料を収納する。 

 ・燃料被覆管の長期健全性は文献等をもとに確認している。 

 ・乾式キャスク内部はヘリウムガスの充填により、不活性雰囲気としており、

燃料被覆管への化学的影響を極力低減している。 

 ・貯蔵開始後は乾式キャスク表面温度や建屋内温度、一次蓋と二次蓋の蓋間圧

力を３ヶ月に１回の頻度で測定し、貯蔵状態を確認する。 

 ・万が一、貯蔵時における乾式キャスクの取扱いにおいて設計上想定される事

象※が発生した場合でも、使用済燃料に発生する応力は弾性範囲内であるこ

とを確認している。 

   ※ 検査架台への衝突、貯蔵架台への衝突、横倒し時の衝突 
二次蓋の衝突、緩衝体の衝突 

 

【原子力規制庁回答】 

 乾式キャスクには、健全な使用済燃料しか収納しないことを確認した上で、使

用済燃料と設計貯蔵期間貯蔵した場合においても、燃料被覆管が破損する温度等

には到達しないことを確認しており、詳細については、工事計画認可申請の中で

確認していくこととしている。 

 なお、施設全体の安全性という観点では、乾式キャスクの蓋の閉じ込め機能が

重要であり、審査においては、乾式キャスク内部は負圧になっており、蓋間圧力

の監視によって核分裂生成ガスが放出する前に異常を検知できる構造となってい

ること、また、仮に異常があった場合には、使用済燃料プールに移送して、きち

んと修復する方針となっていることを確認しており、乾式キャスク内部からの核

分裂生成ガスの放出は防止できると判断している。 
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④使用済燃料の長期健全性について 

(4)長期健全性を維持するための基準値の設定経緯について 

 使用済燃料の健全性を維持するために設定している燃料被覆管温度の基準値

について、決定に至った試験や検討結果などの経緯を示すこと。 

 

【四国電力回答】 

米国アイダホ国立研究所では、1985 年から燃焼度約 36GWd/t のＰＷＲ燃料を収

納した乾式キャスクによる実機検証試験を実施し、 

・燃料被覆管の破損は発生していないこと 

・抜き取った燃料１体について、クリープ試験、水素化物再配向確認、硬さ測

定等の詳細調査を行った結果、燃料被覆管の破損につながるような経年変化

はないこと 

を確認している。 

総合資源エネルギー調査会は、米国アイダホ国立研究所で実施されたＰＷＲ燃

料を用いた試験結果等、これまで蓄積された乾式キャスクや収納物の健全性に関

する知見を評価し、平成 21 年、貯蔵期間中の使用済燃料の健全性が維持される

燃料被覆管の温度や周方向応力の制限値などを取りまとめた報告書を発表して

いる。当該報告書の中で、今回、乾式キャスクに収納する設計としている燃焼度

48GWd/t までの使用済燃料の健全性が維持されることを確認している。 

・水素化物再配向に対する制限：燃料被覆管の温度 275℃以下で周方向応力

100MPa 以下 

・照射硬化の回復現象に対する制限：300℃以下 

・クリープ歪みに対する制限：320℃以下  等 

使用済燃料の健全性評価においては、総合資源エネルギー調査会等が示した制

限値を基準値として設定し、使用済燃料の長期健全性に問題がないことを確認し

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

米国アイダホ
国立研究所での
貯蔵試験、
各種材料試験

（1985年(昭和60年) 
貯蔵開始）

乾式キャスクと収納物の
長期健全性

（平成21年総合資源エネルギー調査会）
審査ガイド

（平成31年原子力規制委員会）

（参考）
国内の実証試験

審査指針

（平成14年原子力安全委員会）

審査指針

（平成４年原子力安全委員会）

原子力学会標準

（2010年(平成22年)日本原子力学会）

【設置許可基準規則】

サイト内乾式貯蔵

【事業許可基準規則】

中間貯蔵（サイト外）

【各種試験】１）

２）

３）

４）

５）

１）原子力発電所内の使用済燃料の乾式キャスク貯蔵について, 原子力安全委員会了承, 平成4年8月27日

２）原子力発電所敷地内での輸送・貯蔵兼用乾式キャスクによる使用済燃料の貯蔵に関する審査ガイドの制定について, 原子力規制委員会, 平成31年3月13日

３）「金属製乾式キャスクを用いる使用済燃料中間貯蔵施設のための安全審査指針」及び「使用済燃料中間貯蔵施設における金属製乾式キャスクとその収納物の長期健全性につ
いて」について, 原子力安全委員会決定, 平成14年10月3日

４）金属製乾式キャスクを用いる使用済燃料中間貯蔵施設における金属製乾式キャスクとその収納物の長期健全性について，総合資源エネルギー調査会 原子力安全・保安部会
核燃料サイクル安全小委員会 中間貯蔵ワーキンググループ 輸送ワーキンググループ，平成21年6月25日

５）使用済燃料中間貯蔵施設用金属キャスクの安全設計及び検査基準,日本原子力学会,2010年7月

図 22 乾式キャスクに係る規制要求および各種試験の関係性 
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⑤発電所周辺の空間線量率について 

 発電所敷地境界における空間線量率については、スカイシャイン線と直接線の

寄与割合はどの程度なのか。 

 

【四国電力回答】 

 5.2μSv/年の内、乾式貯蔵施設からの寄与は、直接ガンマ線とスカイシャイン

ガンマ線の合計 0.16μSv/年であり、直接ガンマ線とスカイシャインガンマ線の

比は、約 97 対３となっている。 

 なお、乾式貯蔵建屋を設置しない場合、敷地境界における伊方３号機等既設建

屋の影響も含めた空間線量率は約 200μSv/年となり、敷地境界線量の目標値で

ある 50μSv/年を超過することから、乾式貯蔵建屋を設置する計画としており、

建屋の遮蔽効果を見込んだ敷地境界の空間線量率は、最大で 5.2μSv/年と基準

を満足することを確認している。 

 

 

 

⑥乾式キャスクへの新知見の確認・反映について 

 国内外での実使用条件に近い条件での総合的な実証試験や同様な設計の先行

プラントでの使用経験の調査を確認・反映していくことは意義がある。今後も継

続的に知見等の収集に取り組んでほしい。 

 

【四国電力回答】 

 乾式キャスクの設計にあたっては、ＰＷＲ燃料を対象とした国内外の乾式キャ

スク先行貯蔵試験等に関する知見や情報を収集したうえで、適切に設計に反映し

ている。 

今後も引き続き継続的に知見や情報を幅広く収集するとともに、必要に応じて

乾式キャスクの運用管理に反映していく。 
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⑦使用済燃料の計画的な搬出について 

 原子力政策における乾式貯蔵施設の位置付け、また、伊方発電所に設置する乾

式貯蔵施設における使用済燃料の保管見込み等について説明すること。また、搬

出先である再処理工場の状況について説明をすること。 

 

【資源エネルギー庁回答】 

エネルギー基本計画においては、使用済燃料を再処理し、回収されるプルトニ

ウム等を有効利用する核燃料サイクルを基本方針とするなか、使用済燃料の貯蔵

能力の拡大を進めており、その一環として、乾式貯蔵施設等の建設・活用を促進

するとしている。 

使用済燃料の搬出先である六ヶ所再処理工場について、事業者の日本原燃株式

会社は、本年７月に原子力規制委員会の事業変更許可を取得しており、安全確保

を大前提として、2022年度上期を竣工目標として取り組みがなされているほか、

ＭＯＸ燃料加工工場についても本年 10月に審査書案が了承されたところであり、

今後とも核燃料サイクルの推進にしっかり取り組んでいく。 

 

【四国電力回答】 

乾式貯蔵施設は、使用済燃料を再処理工場に搬出するまでの間、「一時的」に

貯蔵する施設として設置するものである。 

使用済燃料ピットにおける使用済燃料の体数の推移については、今後の運転状

況や六ヶ所再処理工場の稼働状況によって変動するため、一概には言えないが、

３号機が 13 か月運転を続けていくとすると、年間の使用済燃料の発生体数は 35

体から 40 体である。安全協定に定めているとおり、使用済燃料は再処理工場へ

搬出することとしており、再処理工場の稼働状況等を踏まえ、計画的な搬出に努

めていく。 

 

 

 

⑧安全性向上を支える合理的な原子力政策の運営について 

 国が主体となって、さまざまな施設の総合的なリスク評価を行い、原子力施設

における合理的な設計や規制のルール作りを行うなど、原子力業界全体として安

全性を含めた合理的な政策運営に活用する取組みも必要だと思うがどうか。 

 

【資源エネルギー庁回答】 

 規制の中身について申し上げる立場にないという前提だが、規制を超えて更に

安全性を高めていくことが重要と考えている。 

また、国が働きかけを行い、原子力産業界で原子力の更なる安全性確保を目指

す組織として、ＡＴＥＮＡ（原子力エネルギー協議会）を設立し、業界大で取組

を進めているところであり、国としてもサポートしている。引き続き原子力業界

を取り巻く課題に総合的に対処できるように取り組んでいく。  
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２ 審議結果 

・原子力安全専門部会としての全体的な判断 

原子力安全専門部会においては、平成 30年６月に第１回目を開催して以降、

先行事例の現地調査を行い、また、これまで７回の会合を行い、四国電力から

の申請内容の説明、原子力規制委員会からの審査結果の説明及び資源エネルギ

ー庁からの核燃料サイクル政策に関する説明を受け、主として、次の論点につ

いて確認を行ってきた。 

 

・伊方発電所の総合的な安全対策 

・乾式貯蔵施設の耐震性及び周辺斜面の安定性 

・乾式キャスクの安全機能に関する解析結果の精度等 

・乾式キャスクの除熱機能 

・中性子遮蔽材（レジン）等の乾式キャスク構成部材の劣化 

・乾式キャスクへの衝撃に対する健全性等 

・貯蔵期間中の使用済燃料の長期健全性及び基準値の設定経緯 

・発電所周辺の空間線量率 

・乾式キャスクへの新知見の確認・反映 

・使用済燃料の計画的な搬出 

・安全性向上を支える合理的な原子力政策の運営 

 

これら論点等について審議した結果、四国電力が平成 30 年５月 25 日に原

子力規制委員会に提出した使用済燃料乾式貯蔵施設設置に係る「伊方発電所

の発電用原子炉設置変更許可申請書」及び同日、安全協定に基づき愛媛県に

申し入れを行った「使用済燃料乾式貯蔵施設の設置に関する事前協議」につ

いては、設計貯蔵期間（60 年間）における乾式キャスク及び使用済燃料乾式

貯蔵建屋による使用済燃料乾式貯蔵施設の安全性について、設置許可基準規

則に適合するとした原子力規制委員会の審査結果は妥当なものと判断する。 

 

 

・付言、要望事項 

 「１ 審議で確認した主な事項」を踏まえ、原子力安全専門部会としての

付言、要望事項を次のとおり取りまとめた。 

ついては、愛媛県から、四国電力及び国に対して要請するとともに、四国

電力においては、年１回を目途として取組状況等に応じ、適宜、報告するこ

とを求めるものである。 
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１．設置工事などにおける安全確保への取組みについて 

  狭隘な伊方発電所において、３号機の運転と１、２号機の廃止措置、乾式貯

蔵施設設置工事などの様々な作業を並行して実施することとなるため、作業実

施に当たっては、事前に、あらゆる視点から安全性を確認し、安全確保を最優

先に取り組むこと 

 

 

２．貯蔵期間中における安全性向上に向けた新知見の反映等について 

乾式貯蔵施設の運用開始後は、乾式キャスクの定期的な監視等を行うこと

により、安全性の確認を継続して実施すること 

また、国内外における乾式キャスクに関する実証試験や保管実績等の知見

を継続的に収集するとともに、伊方発電所敷地内での保管状況等を積極的に

調査・研究し、安全性向上に資する対策を適時・適切に講じること 

国は、原子力規制検査などを通じて、事業者の保安活動への取組みをしっか

りと監視・監督すると共に、国内外の最新の知見を絶えず収集し、使用済燃料

乾式貯蔵施設を含め原子力安全対策の不断の向上に取り組むこと 

 

  

 ３．使用済燃料の計画的な搬出に向けた取組みについて 

  再処理工場の稼働状況等を踏まえ、使用済燃料を計画的に搬出するととも

に、使用済燃料の保管状況や搬出計画等について、原子力安全専門部会に報告

すること 

  国においては、伊方発電所の使用済燃料が確実に搬出されるよう、核燃料サ

イクルの推進にしっかり取り組むこと 

 

 

 ４．原子力政策の理解促進について 

  国は、核燃料サイクルや使用済燃料対策などの原子力政策について、現状の

みならず、長期的な視点に立った丁寧な説明を継続的に実施すること 

  また、説明に当たっては、安全上の優位性から乾式貯蔵施設による使用済燃

料の貯蔵を促進しているなど政策決定の科学的根拠も含めて説明すること 
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発電所敷地内での乾式貯蔵施設敷地設置に係る関係法令等 

 

１．核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和 32年法律第 166号） 

 

（許可の基準） 

第四十三条の三の六 原子力規制委員会は、前条第一項の許可の申請があつた場合において

は、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可

をしてはならない。 

四 発電用原子炉施設の位置、構造及び設備が核燃料物質若しくは核燃料物質によつて

汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上支障がないものとして原子力規制

委員会規則で定める基準に適合するものであること。 

 

 

２．実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 

（平成 25年６月 28日号外原子力規制委員会規則第５号） 

 

  核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和三十二年法律第百六十六

号）第四十三条の三の六第一項第四号の規定に基づき、実用発電用原子炉及びその附属施

設の位置、構造及び設備の基準に関する規則を次のように定める。 

 

（設計基準対象施設の地盤） 

第三条 設計基準対象施設は、次条第二項の規定により算定する地震力（設計基準対象施設

のうち、地震の発生によって生ずるおそれがあるその安全機能の喪失に起因する放射線に

よる公衆への影響の程度が特に大きいもの（以下「耐震重要施設」という。）及び兼用キ

ャスクにあっては、同条第三項に規定する基準地震動による地震力を含む。）が作用した

場合においても当該設計基準対象施設を十分に支持することができる地盤に設けなけれ

ばならない。ただし、兼用キャスクにあっては、地盤により十分に支持されなくてもその

安全機能が損なわれない方法により設けることができるときは、この限りでない。 

２ 耐震重要施設及び兼用キャスクは、変形した場合においてもその安全機能が損なわれる

おそれがない地盤に設けなければならない。 

３ 耐震重要施設及び兼用キャスクは、変位が生ずるおそれがない地盤に設けなければなら

ない。ただし、兼用キャスクにあっては、地盤に変位が生じてもその安全機能が損なわれ

ない方法により設けることができるときは、この限りでない。 

 

（地震による損傷の防止） 

第四条 設計基準対象施設は、地震力に十分に耐えることができるものでなければならない。 

２ 前項の地震力は、地震の発生によって生ずるおそれがある設計基準対象施設の安全機能

の喪失に起因する放射線による公衆への影響の程度に応じて算定しなければならない。 

３ 耐震重要施設は、その供用中に当該耐震重要施設に大きな影響を及ぼすおそれがある地

震による加速度によって作用する地震力（以下「基準地震動による地震力」という。）に

対して安全機能が損なわれるおそれがないものでなければならない。 

添付資料１ 
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４ 耐震重要施設は、前項の地震の発生によって生ずるおそれがある斜面の崩壊に対して安

全機能が損なわれるおそれがないものでなければならない。 

５ 炉心内の燃料被覆材は、基準地震動による地震力に対して放射性物質の閉じ込めの機能

が損なわれるおそれがないものでなければならない。 

６ 兼用キャスクは、次のいずれかの地震力に対して安全機能が損なわれるおそれがないも

のでなければならない。 

一 兼用キャスクが地震力により安全機能を損なうかどうかをその設置される位置のい

かんにかかわらず判断するために用いる合理的な地震力として原子力規制委員会が別

に定めるもの 

二 基準地震動による地震力 

７ 兼用キャスクは、地震の発生によって生ずるおそれがある斜面の崩壊に対して安全機能

が損なわれるおそれがないものでなければならない。 

 

（津波による損傷の防止） 

第五条 設計基準対象施設（兼用キャスク及びその周辺施設を除く。）は、その供用中に当

該設計基準対象施設に大きな影響を及ぼすおそれがある津波（以下「基準津波」という。）

に対して安全機能が損なわれるおそれがないものでなければならない。 

２ 兼用キャスク及びその周辺施設は、次のいずれかの津波に対して安全機能が損なわれる

おそれがないものでなければならない。 

一 兼用キャスクが津波により安全機能を損なうかどうかをその設置される位置のいか

んにかかわらず判断するために用いる合理的な津波として原子力規制委員会が別に定

めるもの 

二 基準津波 

 

（外部からの衝撃による損傷の防止） 

第六条 安全施設（兼用キャスクを除く。）は、想定される自然現象（地震及び津波を除く。

次項において同じ。）が発生した場合においても安全機能を損なわないものでなければな

らない。 

２ 重要安全施設は、当該重要安全施設に大きな影響を及ぼすおそれがあると想定される自

然現象により当該重要安全施設に作用する衝撃及び設計基準事故時に生ずる応力を適切

に考慮したものでなければならない。 

３ 安全施設（兼用キャスクを除く。）は、工場等内又はその周辺において想定される発電

用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるも

の（故意によるものを除く。以下「人為による事象」という。）に対して安全機能を損な

わないものでなければならない。 

４ 兼用キャスクは、次に掲げる自然現象が発生した場合においても安全機能を損なわない

ものでなければならない。 

一 兼用キャスクが竜巻により安全機能を損なうかどうかをその設置される位置のいか

んにかかわらず判断するために用いる合理的な竜巻として原子力規制委員会が別に定

めるもの 

二 想定される森林火災 
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５ 前項の規定は、兼用キャスクについて第一項の規定の例によることを妨げない。 

６ 兼用キャスクは、次に掲げる人為による事象に対して安全機能を損なわないものでなけ

ればならない。 

一 工場等内又はその周辺において想定される兼用キャスクの安全性を損なわせる原因

となるおそれがある爆発 

二 工場等の周辺において想定される兼用キャスクの安全性を損なわせる原因となるお

それがある火災 

７ 前項の規定は、兼用キャスクについて第三項の規定の例によることを妨げない。 

 

（発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止） 

第七条 工場等には、発電用原子炉施設への人の不法な侵入、発電用原子炉施設に不正に爆

発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがあ

る物件が持ち込まれること及び不正アクセス行為（不正アクセス行為の禁止等に関する法

律（平成十一年法律第百二十八号）第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。第

二十四条第六号において同じ。）を防止するための設備を設けなければならない。 

 

（火災による損傷の防止） 

第八条 設計基準対象施設は、火災により発電用原子炉施設の安全性が損なわれないよう、

火災の発生を防止することができ、かつ、早期に火災発生を感知する設備（以下「火災感

知設備」という。）及び消火を行う設備（以下「消火設備」といい、安全施設に属するも

のに限る。）並びに火災の影響を軽減する機能を有するものでなければならない。 

２ 消火設備（安全施設に属するものに限る。）は、破損、誤作動又は誤操作が起きた場合

においても発電用原子炉を安全に停止させるための機能を損なわないものでなければな

らない。 

 

（溢水による損傷の防止等） 

第九条 安全施設は、発電用原子炉施設内における溢水が発生した場合においても安全機能

を損なわないものでなければならない。 

２ 設計基準対象施設は、発電用原子炉施設内の放射性物質を含む液体を内包する容器、配

管その他の設備から放射性物質を含む液体があふれ出た場合において、当該液体が管理区

域外へ漏えいしないものでなければならない。 

 

（安全避難通路等） 

第十一条 発電用原子炉施設には、次に掲げる設備を設けなければならない。 

一 その位置を明確かつ恒久的に表示することにより容易に識別できる安全避難通路 

二 照明用の電源が喪失した場合においても機能を損なわない避難用の照明 

三 設計基準事故が発生した場合に用いる照明（前号の避難用の照明を除く。）及びその

専用の電源 
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（安全施設） 

第十二条 安全施設は、その安全機能の重要度に応じて、安全機能が確保されたものでなけ

ればならない。 

２ 安全機能を有する系統のうち、安全機能の重要度が特に高い安全機能を有するものは、

当該系統を構成する機械又は器具の単一故障（単一の原因によって一つの機械又は器具が

所定の安全機能を失うこと（従属要因による多重故障を含む。）をいう。以下同じ。）が発

生した場合であって、外部電源が利用できない場合においても機能できるよう、当該系統

を構成する機械又は器具の機能、構造及び動作原理を考慮して、多重性又は多様性を確保

し、及び独立性を確保するものでなければならない。 

３ 安全施設は、設計基準事故時及び設計基準事故に至るまでの間に想定される全ての環境

条件において、その機能を発揮することができるものでなければならない。 

４ 安全施設は、その健全性及び能力を確認するため、その安全機能の重要度に応じ、発電

用原子炉の運転中又は停止中に試験又は検査ができるものでなければならない。 

５ 安全施設は、蒸気タービン、ポンプその他の機器又は配管の損壊に伴う飛散物により、

安全性を損なわないものでなければならない。 

６ 重要安全施設は、二以上の発電用原子炉施設において共用し、又は相互に接続するもの

であってはならない。ただし、二以上の発電用原子炉施設と共用し、又は相互に接続する

ことによって当該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向上する場合は、この限りでない。 

７ 安全施設（重要安全施設を除く。）は、二以上の発電用原子炉施設と共用し、又は相互

に接続する場合には、発電用原子炉施設の安全性を損なわないものでなければならない。 

 

（燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設） 

第十六条 発電用原子炉施設には、次に掲げるところにより、通常運転時に使用する燃料体

又は使用済燃料（以下この条において「燃料体等」という。）の取扱施設（安全施設に係

るものに限る。）を設けなければならない。 

一 燃料体等を取り扱う能力を有するものとすること。 

二 燃料体等が臨界に達するおそれがないものとすること。 

三 崩壊熱により燃料体等が溶融しないものとすること。 

四 使用済燃料からの放射線に対して適切な遮蔽能力を有するものとすること。 

五 燃料体等の取扱中における燃料体等の落下を防止できるものとすること。 

２ 発電用原子炉施設には、次に掲げるところにより、燃料体等の貯蔵施設（安全施設に属

するものに限る。以下この項において同じ。）を設けなければならない。 

一 燃料体等の貯蔵施設は、次に掲げるものであること。 

イ 燃料体等の落下により燃料体等が破損して放射性物質の放出により公衆に放射線

障害を及ぼすおそれがある場合において、放射性物質の放出による公衆への影響を低

減するため、燃料貯蔵設備を格納するもの及び放射性物質の放出を低減するものとす

ること。 

ロ 燃料体等を必要に応じて貯蔵することができる容量を有するものとすること。 

ハ 燃料体等が臨界に達するおそれがないものとすること。 

二 使用済燃料の貯蔵施設（キャスクを除く。）にあっては、前号に掲げるもののほか、次

に掲げるものであること。 
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イ 使用済燃料からの放射線に対して適切な遮蔽能力を有するものとすること。 

ロ 貯蔵された使用済燃料が崩壊熱により溶融しないものであって、最終ヒートシンク

へ熱を輸送できる設備及びその浄化系を有するものとすること。 

ハ 使用済燃料貯蔵槽（安全施設に属するものに限る。以下この項及び次項において同

じ。）から放射性物質を含む水があふれ、又は漏れないものであって、使用済燃料貯蔵

槽から水が漏えいした場合において水の漏えいを検知することができるものとする

こと。 

ニ 燃料体等の取扱中に想定される燃料体等の落下時及び重量物の落下時においてもそ

の機能が損なわれないものとすること。 

３ 発電用原子炉施設には、次に掲げるところにより、使用済燃料貯蔵槽の水位及び水温並

びに燃料取扱場所の放射線量を測定できる設備を設けなければならない。 

一 使用済燃料貯蔵槽の水位及び水温並びに燃料取扱場所の放射線量の異常を検知し、そ

れを原子炉制御室に伝え、又は異常が生じた水位及び水温を自動的に制御し、並びに放

射線量を自動的に抑制することができるものとすること。 

二 外部電源が利用できない場合においても温度、水位その他の発電用原子炉施設の状態

を示す事項（以下「パラメータ」という。）を監視することができるものとすること。 

４ キャスクを設ける場合には、そのキャスクは、第二項第一号に定めるもののほか、次に

掲げるものでなければならない。 

一 使用済燃料からの放射線に対して適切な遮蔽能力を有するものとすること。 

二 使用済燃料の崩壊熱を適切に除去することができるものとすること。 

三 使用済燃料が内包する放射性物質を適切に閉じ込めることができ、かつ、その機能を

適切に監視することができるものとすること。 

 

（工場等周辺における直接線等からの防護） 

第二十九条 設計基準対象施設は、通常運転時において発電用原子炉施設からの直接線及び

スカイシャイン線による工場等周辺の空間線量率が十分に低減できるものでなければな

らない。 

 

（放射線からの放射線業務従事者の防護） 

第三十条 設計基準対象施設は、外部放射線による放射線障害を防止する必要がある場合に

は、次に掲げるものでなければならない。 

一 放射線業務従事者（実用炉規則第二条第二項第七号に規定する放射線業務従事者をい

う。以下同じ。）が業務に従事する場所における放射線量を低減できるものとすること。 

二 放射線業務従事者が運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時において、迅速な

対応をするために必要な操作ができるものとすること。 

２ 工場等には、放射線から放射線業務従事者を防護するため、放射線管理施設を設けなけ

ればならない。 

３ 放射線管理施設には、放射線管理に必要な情報を原子炉制御室その他当該情報を伝達す

る必要がある場所に表示できる設備（安全施設に属するものに限る。）を設けなければな

らない。 
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３．原子力発電所敷地内での輸送・貯蔵兼用乾式キャスクによる使用済燃料の貯蔵に関する審査ガイド 

（平成 31年３月 13日原子力規制委員会決定） 

 

2. 安全機能の確保 

設置（変更）許可に係る審査においては、兼用キャスクの有する４つの安全機能（臨

界防止機能、遮蔽機能、除熱機能及び閉じ込め機能）に係る設計の基本方針の妥当性を

確認する。また、工事計画認可に係る審査においては、その詳細の妥当性を確認する。 

 

2.1 臨界防止機能 

（1） 設計上想定される状態において、使用済燃料が臨界に達するおそれがないこと。 

（2） 兼用キャスクの臨界防止機能をバスケットで担保している場合は、設計上想定さ

れる状態において、バスケットが臨界防止上有意な変形を起こさないこと。 

2.2 遮蔽機能 

（1） 設計上想定される状態において、使用済燃料からの放射線に対して適切な遮蔽機

能を有すること。 

（2） 通常貯蔵時の兼用キャスク表面の線量当量率を 2mSv/h 以下とし、かつ、兼用キャ

スク表面から 1m 離れた位置における線量当量率を 100μSv/h 以下とすること。 

（3） 通常貯蔵時の直接線及びスカイシャイン線について、原子力発電所敷地内の他の

施設からのガンマ線と兼用キャスクからの中性子及びガンマ線とを合算し、ALARA 

の考え方の下、敷地境界において実効線量で 50μSv/y 以下となることを目標に、線

量限度（1mSv/y）を十分下回る水準とすること。 

（4） 貯蔵建屋等の損傷によりその遮蔽機能が著しく低下した場合においても、工場等

周辺の実効線量が線量限度（1mSv/y）を超えないこと。 

2.3 除熱機能 

（1） 設計上想定される状態において、使用済燃料の崩壊熱を適切に除去することがで

きること。 

2.4 閉じ込め機能 

（1） 設計上想定される状態において、兼用キャスクが内包する放射性物質を適切に閉

じ込めることができること。 

（2） 密封境界部は、設計上想定される衝撃力に対して、おおむね弾性範囲内にとどま

ること。 

（3） 閉じ込め機能の異常に対して、その修復性が考慮されていること。 

 

3. 自然現象等に対する兼用キャスク貯蔵施設の設計の基本方針 

（1） 兼用キャスクの安全機能の喪失及びそれに続く公衆への放射線による影響を防止

する観点から、原則として、兼用キャスクは第６項地震力※に対して安全機能を維持

する必要がある施設として区分され、周辺施設は一般産業施設や公衆施設と同等の

安全性が要求される施設として区分されていること。 

  ※ 設置許可基準規則第４条第６項に規定する地震力をいう。以下同じ。 
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（2） 兼用キャスク及び周辺施設は、兼用キャスクの安全機能を維持するためにこれら

が担保すべき機能に応じた設計が行われていること。 

 

4. 自然現象等に対する兼用キャスクの設計 

設置（変更）許可に係る審査においては、兼用キャスクの「4.2 考慮する自然現象

等の設定方針」に示す自然現象等に対する設計の基本方針の妥当性を確認する。ま

た、工事計画認可に係る審査においては、その詳細の妥当性を確認する。 

 

4.1 設計方針 

兼用キャスクは、「4.2 考慮する自然現象等の設定方針」に示す自然現象等に対して、

「4.3考慮する自然現象等に対する設計方針」に示す方針により安全機能を維持している

こと。 

4.2 考慮する自然現象等の設定方針 

考慮する自然現象等について、以下のとおり定めていることを確認する。 

4.2.1 地震 

第６項地震力を適用していること。 

4.2.2 津波 

設置許可基準規則第５条第２項に規定する津波による作用力を適用していること。 

4.2.3 竜巻 

設置許可基準規則第６条第４項に規定する竜巻による作用力を適用していること。 

4.2.4その他の外部事象 

設置許可基準規則第６条第４項及び第６項に規定する外部事象を適用しているこ

と。 

4.3 考慮する自然現象等に対する設計方針 

4.3.1 地震に対する設計方針 

4.3.1.1 基本方針 

（1） 兼用キャスクは、「4.2.1 地震」に示す第６項地震力に対して安全機能が維持

されること。 

（2）輸送荷姿により設置する場合は第６項地震力によって安全機能が損なわれるお

それがないこととし、輸送荷姿以外の兼用キャスクを基礎等に固定せず、かつ、

緩衝体の装着等により兼用キャスク蓋部が金属部へ衝突しない方法により設置す

る場合は第６項地震力による兼用キャスク蓋部の金属部への衝突に対してその安

全機能が損なわれるおそれがないこととする。 

4.3.1.2 荷重及び荷重の組合せ 

兼用キャスクに作用する地震力と地震力以外の荷重を適切に組み合わせているこ

と。 

4.3.1.3 許容限界 

兼用キャスクの設置方法に応じて、安全上適切と認められる規格等に基づき許容

限界を設定していること。 
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4.3.1.4 静的解析及び地震応答解析 

（1） 第６項地震力による兼用キャスクの安全機能の評価に際しては、兼用キャス

クの設置方法に応じて、静的解析又は地震応答解析を行っていること。 

（2） 兼用キャスクの静的解析及び地震応答解析においては、設置方法及び適用す

る地震力の種類に応じて、適切な解析モデル及び解析手法を設定しているこ

と。 

（3） 地震応答解析を行う場合は、兼用キャスクの地震応答解析モデルへの入力地

震動は兼用キャスクの設置位置の地震応答に基づき算定していること。 

4.3.1.5 耐震性評価 

（1） 第６項地震力と地震力以外の荷重を組み合わせ、その結果得られる応力等が

「4.3.1.3許容限界」で設定する許容限界を超えていないこと。 

（2） 密封境界部以外の部位は、（1）の荷重により塑性ひずみが生ずる場合であっ

ても、その量が小さなレベルに留まって破断延性限界に対して十分な余裕を有

すること。 

4.3.2 津波に対する設計方針 

4.3.2.1 基本方針 

兼用キャスクは、「4.2.2 津波」に示す津波による作用力に対して安全機能が維

持されること。 

4.3.2.2 設計・評価の方針 

兼用キャスクに対する津波の影響については、兼用キャスクの設置方法に応じて

適切な評価を実施し、津波による作用力に対して兼用キャスクの安全機能が維持さ

れる設計であること。 

4.3.3 竜巻に対する設計方針 

兼用キャスクは、「4.2.3 竜巻」に示す竜巻による作用力に対して安全機能が維

持されること。 

4.3.4 その他の外部事象に対する設計方針 

兼用キャスクは、「4.2.4 その他の外部事象」に示す森林火災、爆発及び人為に

よる火災に対して安全機能が維持されること。 

4.4 監視機能 

蓋間圧力及び兼用キャスク表面温度について、適切な頻度での監視をすること。 

4.5 材料・構造健全性 

設計貯蔵期間中の温度、放射線等の環境及び当該環境下での兼用キャスクの経年変化

に対して十分な信頼性を有する材料及び構造であること。また、貯蔵建屋を設置しない

場合は、雨水等により兼用キャスクの安全機能が喪失しないよう対策が講じられている

こと。輸送荷姿等の緩衝体を装着した状態で貯蔵を行う場合は、緩衝体の経年変化につ

いても考慮していること。 

4.6 設計貯蔵期間 

設計貯蔵期間は、設置（変更）許可申請書で明確にされていること。 
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5. 周辺施設の評価 

5.1 周辺施設の位置付け及び評価の基本方針 

兼用キャスクはそれ自体で安全機能を維持することを基本とすることから、周辺施設

は一般産業施設や公衆施設と同等の安全性が要求される施設とすること。 

5.2 地震の影響評価 

5.2.1 機器・配管系 

（1） 機器・配管系は、一般産業施設や公衆施設と同等の静的地震力に対して、必要

な機能が維持されること。 

（2） 機器・配管系に作用する地震力と地震力以外の荷重を適切に組み合わせている

こと。 

（3） 機器・配管系の耐震設計において、安全上適切と認められる規格等に基づき許

容限界を設定していること。 

（4） 機器・配管系の静的解析において、設置方法に応じて適切な解析モデル及び解

析手法を用いていること。 

（5） 機器・配管系の耐震性評価については、地震層せん弾力係数に基づく水平震度

から求めた静的地震力と地震力以外の荷重を組み合わせ、その結果得られる応力

等が上記（3）に示す許容限界を超えていないこと。 

5.2.2 貯蔵建屋等 

貯蔵建屋等を設置する場合は、貯蔵建屋等は、一般産業施設や公衆施設と同等の耐

震性を有すること。 

5.2.3 基礎 

基礎は、一般産業施設や公衆施設と同等の耐震性を有すること。 

 

6. 地盤及び周辺斜面の安定性評価 

6.1 安定性評価の基本方針 

地盤及び周辺斜面は、地震力に対してそれぞれ必要な状態を維持していること。 

6.2 安定性評価 

「6.1 安定性評価の基本方針」を踏まえ、安定性評価を行う場合は、地震力と地震力

以外の荷重を組み合わせ、その結果得られるすべり等が、許容限界を満足すること。



 

 
 

 

 

 
東京電力ＨＤ㈱ 

福島第一原子力発電所 

（震災前） 

日本原子力発電㈱ 

東海第二発電所 

リサイクル燃料貯蔵㈱ 

リサイクル燃料 

備蓄センター 

中部電力㈱ 

浜岡原子力発電所 

九州電力㈱ 

玄海原子力発電所 

貯
蔵
容
量 

20基 

（約 150tU） 

24基 

(約 250tU) 

288基 

（約 3000tU） 

32基 

（約 400tU） 

40基 

（約 440tU
※２

） 

建
屋
規
模 

全長：71m 

幅：30m 

高さ：22m 

全長：54m 

幅：26m 

高さ：21m 

全長：約 131m 

幅：約 62m 

高さ：約 28m 

全長：約 54m 

幅：約 51m 

地上高さ：約 13m 

全長：約 60m 

幅：約 50m 

高さ：約 30m 

冷
却
方
式 

自然冷却 

（空冷） 

自然冷却 

（空冷） 

自然冷却 

（空冷） 

自然冷却 

（空冷） 

自然冷却 

（空冷） 

貯
蔵
方
式 

横置き 縦置き 縦置き 縦置き 縦置き 

用
途 

貯蔵専用 輸送貯蔵兼用 

貯
蔵
量 

９基
※１

 15基 ― ― ― 

運
用
開
始 

平成 7年度 平成 13年度 （現在、審査中） （現在、審査中） （現在、審査中） 

※１：現在は、乾式キャスク仮保管設備で保管中。乾式キャスク仮保管設備（設備容量 50基）には、震

災前の９基を含めた 37基を保管している。 

※２：推定値を記載。 

※３：東京電力ＨＤ㈱福島第二原子力発電所においても、廃止措置に伴い搬出される使用済燃料につい

て、輸送・貯蔵兼用乾式キャスクを採用する方針。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
福島第一原子力発電所の 
貯蔵状況 （震災前） 
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使用済燃料乾式貯蔵施設の国内事例 

東海第二発電所の貯蔵状況 

（令和２年 11月 25日時点） 



 

 
 

 

 
 
１．リンゲン発電所（ドイツ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．イグナリナ発電所（リトアニア） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．ノースアンナ発電所（アメリカ） 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料３ 

使用済燃料乾式貯蔵施設の海外事例 

貯蔵建屋有り・固縛なし方式 

遮蔽壁方式 

【H29.4.26原子力規制委員会 使用済燃料輸送・貯蔵兼用キャスク貯蔵に関する検討チーム 資料（一部改編）】 

金属キャスク・野外設置方式（固縛なし） 



 

 
 

  

核燃料輸送物の機能要件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ値：事故時に輸送容器が破損等をして放射性物質が外部に漏出した場合等に対応した影響評

価がなされており、原子力規制員会により大量の被ばくが生じないよう定められた輸送

物への収納限度を示す放射能の値。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別の試験条件一般の試験条件

き裂、破損等が生じない 等

表面で線量率の著しい増加なく基準値以下，
漏えいが基準値以下，表面温度が基準値以下

線量率が基準値以下
漏えいが基準値以下

漏えいなし、
弁損傷なし

密封装置に
破損なし

未臨界

未臨界

※特別の試験条件： 輸送中の過酷な事故を想定した試験
一般の試験条件： 輸送中の軽微な事象を想定した試験
一般要件 ： 通常輸送での温度変化、振動等を想定

-40～38℃で
破損しない等

未臨界

耐圧試験下で
漏えいなし等

輸送物の区分

UF6が固体、

容器内負圧

B型輸送物

放射能量：

A型輸送物

放射能量：

L型輸送物

放射能量：

収納物が
核分裂性

IP型輸送物

●低比放射性物質
●表面汚染物

表面：5μSv/h以下 表面:2mSv/h以下、表面から1m:０.1mSv/h以下線量率

α核種で0.4Bq/cm2以下、低危険性α及びβ核種で4Bq/cm2以下

取扱いの容易さ,「放射性」の表示, 輸送物の寸法 他表示 他

表面密度

収納物が
UF6

各
条
件
下
で
性
能
維
持

特別の試験条件

一般の試験条件

その他

A値
1000≦
（固体)

≦ A値 A値＞

一般要件
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【出典：平成 30年度放射性物質安全輸送講習会 原子力規制庁説明資料（一部改編）】 
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伊方原子力発電所環境安全管理員会原子力安全専門部会 委員コメント一覧 

 

番号 委員コメントまとめ 四電、国又は事務局回答 日付 
コメント 
委員 

1 

伊方１号機の廃止措置
と３号機の運転をしなが
らの乾式貯蔵施設の設置
となるので、総合的な安全
対策に万全を期して、それ
を十分に説明してほしい。 

四
電 

乾式貯蔵施設の設置にあたっては、伊
方３号機の運転に影響を与えないように
計画を策定し、綿密な調整を図りながら、
安全を最優先として工事を進める。 
乾式貯蔵施設における乾式キャスクの

取扱作業については、今後、作業手順を整
備し、安全確保を最優先に準備を進める。 
乾式キャスクの監視設備の保守や、作

業員の被ばく管理に対しても安全を最優
先に進める。 

H30 

6/15 
宇根崎 

2 

乾式キャスクについて、
貯蔵と輸送の兼用である
ので、輸送の面での安全性
の評価を踏まえて、その安
全設計を説明してほしい。 

四
電 

要求事項および前提となる乾式キャス
クの状態が輸送時と貯蔵時で異なること
から、個別に評価を行い、それぞれの規則
要求に適合することを確認している。 
（R02 9/8 原子力安全専門部会（資料１－
１）） 

H30 

6/15 
宇根崎 

23 

乾式キャスクの設置許
可基準規則に対する設計
方針について、輸送容器に
関する規則はどのように
対応し評価しているのか。 

四
電 

H30 

6/15 
中村 

3 

乾式貯蔵施設の設置場
所に係る斜面の調査は、伊
方３号機の場合と同じ手
法で行うのか。 
調査手法は同じでも、物

性が変わるようであれば、
新たに評価してほしい。 

四
電 

斜面の安定性に係る物性値について
は、３号機の場合と同様にボーリング調
査および室内試験等を行い、整合的であ
ることを確認し３号機の物性値を用いて
いる。 
その上で、乾式貯蔵施設に影響が考え

られる斜面のうち、耐震評価上、安定性が
最も厳しくなると考えられる斜面を代表
斜面として選定し、基準地震動Ｓｓに対
する地震応答解析を行い、すべり安全率
が基準値以内に収まることで地盤安定性
に問題がないことを確認している。 

H30 

6/15 
岸田 

4 

乾式貯蔵施設を設置す
るに当たって、新たな検討
事項も増えるので、既設の
施設等に影響がないよう
考えてほしい。 

四
電 

乾式貯蔵施設は、既設プラントから約
200ｍ離れて、別建屋として独立している
ことから、構内のアクセスルート、構外か
らの参集ルートも含めて、現状影響はな
いと考えるが、今後の設置計画の立案に
あたり、十分に配慮していく。 

H30 

6/15 
岸田 

5 

使用済燃料の貯蔵につ
いては、これまでに発電所
外での貯蔵も検討すると
していたが、検討状況と敷
地内貯蔵に至った経緯を
説明してほしい。 

四
電 

敷地外における使用済燃料貯蔵につい
ては、現時点においても適切な立地点を
見いだせていなことから、敷地外に比べ、
確実かつ柔軟に対応できる発電所敷地内
での乾式貯蔵施設の設置について検討を
進めることとした。 

H30 

6/15 
渡邉 

参考資料１ 
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番号 委員コメントまとめ 四電、国又は事務局回答 日付 
コメント 
委員 

6 

乾式貯蔵施設について、
住民に対して施設の安全
性だけでなく、最終の搬出
先である六ヶ所村の再処
理工場の稼働状況、発電所
内での保管期間なども含
めて十分に説明してほし
い。 

四
電 

六ヶ所村の再処理工場については、主
な試験を既に完了しており、竣工に向け
て技術的な見通しが得られている。 
また、新規制基準への適合性審査につ

いても、平成 30 年 10 月 5 日にこれまで
の審査会合等における議論を踏まえた補
正書を提出しており、現在原子力規制委
員会において安全審査が進められている
ところである。 
日本原燃㈱は、2022 年度上期竣工に向

けて、引き続き最大限努力しており、当社
含め電力大で全面的にサポートしていく
所存である。 
安全協定に定められているとおり、使

用済燃料は再処理工場へ搬出することと
しており、再処理工場の操業状況や伊方
発電所の運転状況等を踏まえて、計画的
な搬出に努めてまいりたい。 

H30 

6/15 
渡邉 

7 

使用済燃料ピットの水
中で 15 年以上の保管した
燃料を、乾式キャスク内の
ヘリウム環境下で長期間
保管するとしているが、Ｐ
ＷＲの燃料では乾式貯蔵
は初であるので、乾式キャ
スクはもとより収納する
使用済燃料集合体自体の
長期健全性について示し
てほしい。 

四
電 

使用済燃料の長期健全性について、Ｐ
ＷＲ用燃料に関する試験等を踏まえた知
見を踏まえ、貯蔵時の照射影響、熱的影響
および化学的影響の観点から問題ないこ
とを確認している。 
具体的には、照射影響については、炉内に
おける照射量に比べて十分低いこと、熱
的影響については、貯蔵時の燃料温度お
よび応力においてはクリープひずみ、照
射硬化回復、燃料被覆管中の水素化物再
配向、応力腐食割れの影響を受けないこ
と、化学的影響については、残留水分が少
なく不活性雰囲気にある燃料被覆管の酸
化量および水素吸収量は無視できること
を確認している。（R02 9/8原子力安全専
門部会（資料１－１）） 

H30 

6/15 
渡邉 

34 

乾式貯蔵は、ＰＷＲの使
用済燃料の保管としては
国内では最初の事例にな
る。 
ＢＷＲとＰＷＲの燃料

を保管する場合に、それぞ
れの燃料の使用条件は異
なっているが、どのような
知見で検討されているの
か。 

四
電 

H31 

2/8 
渡邉 

8 

乾式キャスクによる貯
蔵について、他の電力会社
で検討がどのように進ん
でいるのか。 
もし進んでいる、もしく

は進む予定であるのであ
れば、共通の問題点という
のが既に共有されている
のか。 

四
電 

福島第一原子力発電所（東京電力）、東
海第二発電所（日本原電）については既に
乾式貯蔵施設があり運用されている。そ
のほか、設置許可の審査中であり敷地外
に設置予定の東京電力と日本原電のむつ
中間貯蔵施設（青森県むつ市）や、敷地内
に設置予定の浜岡原子力発電所（中部電
力）及び玄海原子力発電所（九州電力）が
ある。 

H30 

6/15 
森 
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委員 

9 

乾式貯蔵施設について、
日本全体での計画や設置
等の状況がまとめられた
資料を用意してほしい。 

また、これら審査中の施設の主とした
課題は、地震・津波等の関係となってい
る。 
（H31 2/8 原子力安全専門部会（資料２－
３）） 

H30 

6/15 
吉川 

14 

先行事例で、安全性がど
ういうふうに検討されて、
どう実証されているかを
整理してほしい。そういう
中で何が特に問題になっ
たのか教えてほしい。 

H30 

6/15 
森 

10 

新規制基準に基づいて
設備の審査が行われるの
は四国電力が初めてなの
か。 
既に新規制基準に基づ

いて設置されている、もし
くは審査が進められてい
るところはあるのか。 

四
電 

中部電力の乾式貯蔵施設やむつの中間
貯蔵施設については、新規制基準での審
査が行われている。現在、原子力規制委員
会で規則と審査するためのガイドが見直
しされている状況であり、今後、これらが
施行されれば、それに基づく適合性審査
が行われる。 
（H31 4/2、規則改正およびガイド施行） 

H30 

6/15 
吉川 

11 

飛来物として、航空機な
どが落ちてきて、乾式貯蔵
施設に衝突することにつ
いての評価は行われてい
るのか。 

四
電 

偶発的な外部人為事象による損傷の防
止のための設計方針で、航空機落下につ
いても影響を及ぼさないことは伊方３号
機の新規制基準と同じように確認され
る。 
テロといった故意なものについては、

可搬型設備によって、施設に損傷があっ
たとしても、放射性物質が飛散するとい
うことをできるだけ抑制するために、大
型ポンプ車によって放水するなどの大規
模損壊に対応する対応手順等が、規則等
の改正を踏まえ必要に応じて、今後審査
の中で確認される。 

H30 

6/15 
吉川 

12 

乾式貯蔵施設は原子炉
建屋に比べ、構造上、全然
弱いと思うが、耐震だけを
担保していれば大丈夫な
のか。 

四
電 

現在見直し中のガイドでは乾式貯蔵建
屋は必須ではないが、現計画では、周辺へ
の放射線の影響を低減させるため、乾式
キャスクを建屋内に貯蔵することとして
いる。 
なお、建屋は地震による倒壊で乾式キ

ャスクの安全機能に影響を与えないよう
に、基準地震動による地震力に耐えられ
る設計とする。 
（H31 4/2、規則改正およびガイド施行。
ガイドでは乾式貯蔵建屋は必須とはされ
ていない。） 

H30 

6/15 
吉川 

13 

外国では乾式キャスク
を屋外で保管しているが、
外国と日本の設計基準を
比較して示してほしい。 

事
務
局 

ドイツでは貯蔵建屋の設置を前提とし
ているが、米国及び日本の新しい基準案
では、貯蔵建屋の設置は前提としていな
い。 
（R02 2/8 原子力安全専門部会（資料２－
３）） 

H30 

6/15 
吉川 



参考 1-4 

番号 委員コメントまとめ 四電、国又は事務局回答 日付 
コメント 
委員 

15 

乾式キャスクは何度も
使うのか、それとも１回限
りなのか。 

四
電 

乾式キャスクの設計において、60 年間
の安全性を確認している。 
再処理工場が稼働し、使用済燃料の搬

出が可能になると、乾式キャスクから詰
め替えることなく使用済燃料を再処理工
場に搬出し、空になった乾式キャスクは、
発電所に持って帰り、再使用することも
含め、運用を進める中で具体化を図る。 

H30 

6/15 
高橋 

16 
使用済燃料が再処理さ

れなくなった場合どうな
るのか。 

四
電 

国のエネルギー基本計画でも原子燃料
サイクルが盛り込まれており、今後もこ
れに沿って対応していく。 

H30 

6/15 
高橋 

17 

供用中の乾式キャスク
の試験又は検査は、具体的
にどのようなことを考え
ているのか。 

四
電 

今後、具体的な試験内容を決める。 
現状、閉じ込め機能であればキャスク

の内部は負圧にしており、一次蓋と二次
蓋との間の圧力の監視、除熱であれば乾
式キャスクの外表面の温度の測定を行う
こととしている。 
そういった乾式キャスクに異常がない

こと、経年的な変化がないことを、継続的
に確認、試験しながら、安全性を確保して
いく。 

H30 

6/15 
森 

18 

内部の圧力が負圧に保
てなくなった場合等、乾式
キャスクの安全機能が働
かなかった場合、どうする
のか。 

四
電 

例えば、臨界防止機能については事前
の解析工程の中で安全側に計算し、実効
増倍率が 0.95 以下となる設計としてい
る。 
閉じ込め機能については、仮に気密性

が保持できなくなった場合、処置する必
要があるので、今後、処置する場所も含め
て手順等を確認しながら対応する。 

H30 

6/15 
森 

19 
供用中の乾式キャスク

の試験又は検査は、どのく
らいの頻度で行うのか。 

四
電 

今は基本設計の段階なので、詳細につ
いては今後検討する。 

H30 

6/15 
森 

20 

先行事例での乾式キャ
スクの試験又は検査の頻
度を参考にするのか。 

四
電 

先行事例を参考にし、現在見直されて
いる規則や審査ガイドに適合する検査要
領を策定する。 
（H31 4/2、規則改正およびガイド施行） 

H30 

6/15 
森 

21 

乾式貯蔵について、「一
時的」というものが、短期
なものなのか、あるいは長
期になる可能性があるも
のなのかという検討はす
るのか。 

四
電 

乾式貯蔵施設は、使用済燃料を再処理
工場に搬出するまでの間、「一時的」に貯
蔵する施設として設置する。 
一方、乾式キャスクについては、長期的

にも安全機能が失われないことを評価し
ている。 

H30 

6/15 
森 
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22 

乾式貯蔵施設の安全機
能について、重要度分類し
対応するとのことなので、
対照表として整理してほ
しい。 

四
電 

規制要求（建屋の有無等に係らず乾式
キャスクの４つの安全機能を確保するこ
と）を満足するように、乾式キャスクおよ
び貯蔵建屋に持たせるべき安全機能を検
討し、各機能に対する安全性（要求事項を
満足することも含め）を解析等により確
認している。 
具体的には、乾式キャスクについては耐
震Ｓクラスとして分類し、基準地震動Ｓ
ｓによる地震力に対して乾式キャスクの
安全機能が損なわれるおそれがないよう
設計する。また、貯蔵建屋については、耐
震Ｃクラスとして分類し、乾式キャスク
に波及的影響を及ぼさない設計とする。 
（R02 9/8 原子力安全専門部会（資料１－
１）） 

H30 

6/15 
中村 

31 

乾式貯蔵施設について、
安全機能をリストのよう
にまとめてほしい。 
それぞれの設備の相互

作用を考えるかどうかを
含めて、検討内容とその安
全性評価方法を整理して
ほしい。 

H30 

6/15 
森 

24 

乾式キャスクに対し行
われている各試験と設置
許可基準規則に対する設
計方針との関連を説明し
てほしい。例えば、耐火試
験として「800℃で 30 分」
との試験があるが、それは
航空機が落下して火災と
なった場合に対応するの
かなど説明してほしい。 

事
務
局 

兼用キャスクに実施される「800℃で 30
分」の耐火試験等の特別の条件での試験
は、輸送時の事故※１を想定し輸送に係る
技術基準※２に基づき実施されるものであ
り、貯蔵について規定している設置許可
基準規則と対応しているものではないと
のこと。 
※１ この場合、放射性物質を輸送する

車両が坂道の底にある十字路で液
体燃料を運ぶタンクローリーに衝
突し、火災発生するケースを想定。 

※２ 核燃料物質等の工場又は事業所の
外における運搬に関する規則第２
条～15条 

（H31 2/8 原子力安全専門部会（資料２－
３）） 

H30 

6/15 
中村 

25 

設置許可基準規則の要
求事項に対して、設計方針
に「ダムの崩壊」という記
載があるが、発電所近くに
ダムがあるから記載して
いるのか。基準にあるから
書いているのか。 
記載の判断方法につい

て示してほしい。 

四
電 

「ダムの崩壊」は、3号炉の新規制基準
適合性に係る設置変更許可申請時に、伊
方発電所において考慮すべき事象の一つ
として選定したものであり、審査におい
て周辺のダムの所在や河川流況を確認
し、影響がないことを判断している。 
乾式貯蔵施設は、同じ発電所敷地内に

設置することから、３号炉同様の設計方
針を適用することとして、あらためて記
載したものである。 

H30 

6/15 
中村 

26 

Ｓクラスの設計として
いる乾式キャスクの耐震
性について、構造解析をし
ているのであれば、その結
果を示してほしい。 

四
電 

詳細な耐震評価結果は、工事計画認可
申請においてその耐震計算書を示すこと
となる。 

H30 

6/15 
中村 
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27-1 

輸送容器の安全性確認
として落下試験を行って
いるが、試験条件及び求め
られる結果について説明
すること。 

事
務
局 

輸送キャスクの特別の試験条件におけ
る落下試験では、キャスクに緩衝体を付
けた状態で、９ｍの高さから落下させる
こと等を行うこととなっている。 
また、求められる結果は、次の通り。 
・表面から１メートル離れた位置にお
ける最大線量当量率が 10 ミリシー
ベルト毎時を超えないこと。 

・放射性物質の一週間当たりの漏えい
量が原子力規制委員会の定める量を
超えないこと。 

（H31 2/8 原子力安全専門部会（資料２－
３）） 

H30 

6/15 
中村 

27-2 

乾式キャスクの落下に
より内封している燃料の
破損が想定される場合の
対応を説明すること。 

四
電 

乾式キャスクにおいても、これまでの
輸送キャスクと同様に、安全に留意した
上で取扱作業を行う。 
仮に、取扱時に乾式キャスクの落下等

により、安全機能または使用済燃料に影
響が疑われる事象が発生した場合は、３
号機使用済燃料ピットへ移送し、点検等
の必要な対応をとることになると考えて
いる。 

H30 

6/15 
中村 

28 

原子炉から取り出した
後、15年経った燃料は大体
何度ぐらいに低下するの
か。 
その温度で、ヘリウム環

境下で負圧であっても燃
料体は劣化をするのか。 

四
電 

貯蔵時の燃料温度は最大でも約 220℃程
度と見込んでおり、使用済燃料の長期健
全性について、ＰＷＲ用燃料に関する試
験等を踏まえた知見を踏まえ、貯蔵時の
照射影響、熱的影響および化学的影響の
観点から問題ないことを確認している。 
（R02 9/8 原子力安全専門部会（資料１－
１）） 

H30 

6/15 
中村 

29 

乾式貯蔵施設の耐震性
について、最悪の事象を考
えていく上で、施設内のク
レーンが落下するといっ
たようなことも検討の対
象になり得るのか。 

四
電 

乾式キャスクについては、耐震Ｓクラ
スであり基準地震動による地震力に対す
る評価を行う。 
建屋については、耐震Ｃクラスである

が、乾式キャスクの安全機能に影響を与
えないように基準地震動による地震力に
耐えられる設計とする。 
なお、施設内のクレーンは、貯蔵エリア

の上に設置せず、貯蔵エリア内での乾式
キャスクの移動はエアパレットを用い
る。 

H30 

6/15 
森 

30 

乾式貯蔵施設にあるも
のは、実質上ほぼ全て耐震
Ｓクラスとして設計する
のか。 

四
電 

耐震Ｓクラスの設備と、基準地震動を
入力して耐震Ｓクラスの設備に影響を与
えないことを評価する設備があり、安全
機能を担保しているのは、あくまでも乾
式キャスクである。 

H30 

6/15 
森 

32 

使用済燃料乾式貯蔵施
設に関連する国のエネル
ギー基本計画の概要につ
いて、どういう位置づけで
県から説明したのか。 

事
務
局 

四国電力が乾式貯蔵設備を設置する中
で、国が使用済燃料対策を強化していく
という背景を説明したものである。 

H30 

6/15 
吉川 
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33 

使用済燃料を保管する
方法として、リラッキング
ではなく乾式貯蔵を選ん
だのはなぜか。 四

電 

３号機については、既にリラッキング
を行い、貯蔵能力の増強を図っている。 
乾式貯蔵施設は、海外も含めて多数の

先行事例があり、一定期間冷却後の使用
済燃料を、乾式キャスクの中で駆動源を
使わず自然対流により冷却ができる貯蔵
方法であることから、より安全性が高い
ということで判断した。 

H31 

2/8 
渡邉 

35 

１号機、２号機が廃炉と
なり、３号機をある一定期
間運転したときに、発電所
構内に使用済燃料がどの
くらい保管されていくの
か示すことはできないか。 

四
電 

使用済燃料ピットにおける使用済燃料
の体数の推移については、今後の運転状
況や六ケ所の稼働状況によって変動する
ため、一概には言えないが、３号機が 13
カ月運転を続けていくとすると、年間の
使用済燃料の発生体数は 35 体から 40 体
である。安全協定に定めているとおり、使
用済燃料は再処理工場へ搬出することと
しており、伊方発電所内の貯蔵状況等を
踏まえ、計画的な搬出に努めてまいりた
い。 

H31 

2/8 
渡邉 

36 

津波の影響評価に関す
る新たな規制要求として、
「浸水深 10ｍ、流速 20ｍ
毎秒、それから漂流物質量
100ｔ」とあるが、伊方発電
所の場合、こういったこと
を想定する必要はあるの
か。 

四
電 

新たな規制要求案では、基準津波が決
まっていれば基準津波にて評価、決まっ
ていなければそのような評価となる。 
伊方発電所については、３号機の新規

制基準の適合性確認において、基準津波
は約 8.1ｍ、敷地の沈降を考慮しても 8.7
ｍと評価されている。 
乾式貯蔵建屋は、標高 25ｍに立地する

計画であり、問題ないと考えている。 

H31 

2/8 
中村 

37 

敷地境界での年間線量
に関して、スカイシャイン
線と直接線を評価してい
るが、その内訳を示してほ
しい。 

四
電 

敷地境界での年間線量（0.16μSv/y）の
内訳は、直接線が 97％、スカイシャイン
線が 3%である。 

R02 

9/8 
中村 
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委員 

38 

各解析の初期の条件は
どのように設定している
のか。（例えば、収納制限
48GWd/t 以下に対し、解析
は 48GWd/t で保守的に実
施しているのか。） 
各解析結果の精度、信頼

性、ばらつきを説明するこ
と。特にレジンについて
は、基準値に対し、他と比
べ解析結果が近い値であ
り問題がないのか説明す
ること。 

四
電 

各解析の初期条件（濃縮度、燃焼度およ
び収納配置等）は、全ての収納制限を満足
した上で、保守的に設定している。 
（R02 10/16 原子力安全専門部会（資料１
－  別添２)） 
レジンの解析結果（1.6×1014n/cm2）に

ついては、設計貯蔵期間中（60 年間）の
中性子照射量を貯蔵開始時から一定とし
て保守的な評価を行っている。 
 
また、解析に使用するコードは検証さ

れた許認可実績のあるコードである。 
（R02 10/16 原子力安全専門部会(資料１
－１)） 
従って、仮に初期条件を現実的に設定

した場合、温度等の解析結果は低めとな
り、時間の経過とともに更に低下してい
く。 
（R02 10/16 原子力安全専門部会(資料１
－ 別添２)） 
 
なお、臨界解析については、乱数を用い

た統計処理を含むモンテカルロ法であり
計算結果（実効増倍率）に統計誤差を有す
るため、平均値に統計誤差として３σを
考慮した値を解析結果としている。 
（R02 10/16 原子力安全専門部会(資料１
－ 別添１)）  
その他解析については、決定論的に１

つの解が得られるため、統計誤差はない。 
また、解析結果における有効桁数の処

理は、基準値を満足することを適切に確
認できるよう、基準値に近づく方向に保
守的に桁処理している。 

R02 

9/8 
森 

39 

燃料被覆管がどの部分
か、図で示すこと。また、
使用済燃料を評価する場
合において、燃料被覆管を
評価する理由を説明する
こと。 
燃料棒の溶接線の情報

を示してほしい。メーカ機
密もあると思うが、明らか
にしてほしい。 

四
電 

資料に燃料棒の拡大図を追加 
使用済燃料を構成する各燃料棒は燃料

ペレットを被覆管で閉じ込めた構造であ
るため、使用済燃料の健全性を確認する
際は、燃料被覆管に着目して温度等の基
準値を満足することを確認している。 
燃料棒はペレットを燃料被覆管で閉じ

込め、端栓を周方向溶接した構造である。 
（R02 10/16 原子力安全専門部会(資料１
－ 別添２)）  

R02 

9/8 

森 

渡邉 
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40 

乾式キャスク表面での
放熱については、ふく射に
よる寄与は少なく、対流が
メインではないか。建屋の
除熱評価では対流のみで
評価しているのか説明す
ること。 

四
電 

乾式キャスク外表面での除熱は自然対
流による熱伝達とふく射により行われる
が、その寄与は自然対流による熱伝達が
支配的である 
除熱評価においては、乾式キャスクの

構成部材の温度評価では、乾式キャスク
周囲(環境温度 50℃)への自然対流による
熱伝達およびふく射を考慮している。ま
た、建屋評価では、乾式キャスクの発熱量
は全て空気によって除熱されると考え、
建屋コンクリート等を通じて大気や地中
に逃げる熱は考慮せず評価し、乾式キャ
スク周囲温度が 50℃以下となることを確
認している。 
（R02 10/16 原子力安全専門部会(資料１
－ 別添１)）  

R02 

9/8 
中村 

41 

真空乾燥、ヘリウム充填
の時点で最も温度は高く、
その後 60 年間下がってい
くと思うが、その下がり
方、経過を説明すること。
乾式キャスクに封入した
使用済燃料は、しばらく経
つと、発熱量と放射線量は
さがっていくところに関
心がある。直接線やスカイ
シャイン線にも効いてく
る。 

四
電 

線量当量率および温度（使用済燃料の
崩壊熱量）は貯蔵開始時が最も高く、その
後、時間の経過とともに低下していく。こ
れを踏まえ、各解析は最も厳しい貯蔵開
始時において実施するとともに、解析条
件は解析結果が厳しくなるよう保守的に
設定している。 
（R02 10/16 原子力安全専門部会(資料１
－ 別添２)）  
 
 

R02 

9/8 
中村 



参考 1-10 

番号 委員コメントまとめ 四電、国又は事務局回答 日付 
コメント 
委員 

42 

除熱解析について、軸方
向含めた３次元の結果や
熱の伝わり方（内部から一
次蓋やガスケットへの）も
含めて説明すること。２次
元断面の結果はどこの断
面か示すこと。 
除熱解析について、縦断

面も示すこと。乾式キャス
ク内では、ヘリウムの対流
でも熱伝導するが、計算方
法について示すこと。 
断面温度分布はなぜ対

称になっていないのか、ま
た乾式キャスク表面130℃
であるのに対し、周辺温度
は45℃であるが、この間に
ギャップ（急激な温度変
化）があるのはなぜか。 

四
電 

除熱解析（３次元）の温度分布図を追
加。除熱解析においては、使用済燃料の発
熱量が、構造部材による熱伝導およびヘ
リウムガスによる熱伝導により、乾式キ
ャスク内部から一次蓋や金属ガスケット
に熱が伝達される、として各部材の温度
を計算している。 
 
なお、乾式キャスク内部のヘリウムガ

スによる熱伝導は考慮するが、乾式キャ
スク内部の温度が高くなるようヘリウム
ガスの対流は考慮しない。 
（R02 10/16 原子力安全専門部会(資料１
－ 別添１)） 
 
乾式キャスク中心部を中心に温度分布

は対称になっており、燃料断面図ではキ
ャスク中心に近い方が温度は高めの分布
となっている。 
環境温度を 50℃として乾式キャスクの

除熱解析を実施した結果、乾式キャスク
表面温度が 130℃となっている。一方、建
屋の除熱評価の結果、周囲温度が 45℃と
なっており、建屋が乾式キャスクの除熱
機能を阻害しないことを確認している。
なお、空気は熱伝導率が小さいため、キャ
スク表面から離れるにつれて温度が大き
く低下する。 
（R02 10/16 原子力安全専門部会(資料
１－ 別添１)） 

R02 

9/8 

中村 

森 

43 

まず、遮へい材として使
用している物質と放射線
（荷電粒子、ガンマ線、中
性子）の関係、エネルギー
や中性子量も含めて示す
こと。 
解析でどのように設定

しているのか説明するこ
と。 
どのような粒子線が使

用済燃料の貯蔵年数に対
してどのような割合で存
在するのか、保管中の温度
分布が貯蔵年数に対して
どのようになっているの
か、示すこと。 

四
電 

放射線の種類と特性を整理。 
各解析の初期条件（濃縮度、燃焼度およ

び収納配置等）は、全ての収納制限を満足
した上で、保守的に設定している。 
（R02 10/16 原子力安全専門部会(資料１
－ 別添２)） 
 
 
 
解析は保守性を考慮して実施してお

り、線量当量率および温度（使用済燃料の
崩壊熱量）は貯蔵開始時が最も高く、その
後、時間の経過とともに低下していく。 
（R02 10/16 原子力安全専門部会(資料１
－ 別添２)） 
なお、レジンについて、文献には実機照

射試験に基づき重量減損が見られない照
射量の制限値が示されており、設計貯蔵
期間中の中性子照射量はこれを超えない
ことから、中性子照射による影響はない。 
（R02 10/16 原子力安全専門部会(資料１
－ 別添１)） 

R02 

9/8 
渡邉 
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44 

照射脆化は温度が低い
方が悪くなるとの知見も
ある。（同じ中性子量だと、
温度が低い方が脆化し易
い。）60 年間の間に温度の
低下とともに中性子量や
ガンマ線量は変化し、照射
脆化も変化していくが、問
題ないことは確認してい
るのか。 

四
電 

中性子量は時間の経過とともに低下し
ていくが、照射量の解析においては、貯蔵
初期の照射量で一定（低下しない）として
解析している。このような保守的な解析
条件においても、燃料被覆管（ジルカロ
イ）等の照射試験結果において、照射脆化
に影響のあることが確認されている中性
子量と比べると、解析で得られる乾式キ
ャスクにおける照射量は十分に小さく、
照射脆化への影響は無視できる程度であ
る。 

R02 

9/8 
渡邉 

45 

乾式貯蔵施設での貯蔵
について、比較的新しい設
計となっている部分もあ
ること、キャスク内の燃料
被覆管が仮に一部損傷し
ても二重蓋の健全性で安
全性を担保できるとはい
え、被覆管の健全性を維持
できればさらなるリスク
低減に繋がることから、国
内外での実使用条件に近
い条件での総合的な実証
試験や同様な設計の先行
プラントでの使用経験の
調査を確認・反映していく
ことは意義がある。今後も
継続的に知見等の収集に
取り組んでいってほしい。 

四
電 

乾式キャスクの設計にあたっては、Ｐ
ＷＲ燃料を対象とした国内外の乾式キャ
スク先行貯蔵試験等に関する知見や情報
を収集したうえで、適切に設計に反映し
ている。 
今後も引き続き継続的に知見や情報を

幅広く収集するとともに、必要に応じて
乾式キャスクの運用管理に反映してい
く。 

R02 

9/8 

 

11/13 

村松 

望月 

46 

レジンは照射により劣
化していくが、60年貯蔵を
踏まえて基準値(149℃)は
どのような考え方で設定
したのか。 
 
 
 
 
 
 
 
また、レジンは経年によ

る分解でガスが出るが、問
題が生じないか説明する
こと。 
 
 
 
基準値は、34年前の文献

をもとに設定しているが、
レジンは改良されている
のか、性能は上がっている
のか。 

四
電 

文献には実機照射試験に基づき重量減
損が見られない照射量の制限値が示され
ており、設計貯蔵期間中の中性子照射量
はこれを超えないことから、中性子照射
による影響はない。 
一方、試験の結果、設計貯蔵期間中の熱

影響による質量減損が２％程度と評価さ
れるため、遮蔽解析においては、保守的な
中性子遮蔽材の質量減損を考慮（2.5％）
した評価を実施している。 
（R02 10/16 原子力安全専門部会(資料１
－ 別添１)） 
構造強度の評価においては、乾式キャ

スク側部、蓋部、底部の中性子遮蔽材を配
置する領域に、レジンの熱分解により発
生した水が水蒸気となり内圧が発生する
ものとして、各部材の健全性評価を行い、
十分な強度を有していることを確認して
いる。 
また、使用する予定のレジンの仕様（水

素含有量等）は、エポキシ系レジンの仕様
の範囲内であり、レジンの性能は当時と
同等である。 

R02 

9/8 
中村 
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47 

燃料被覆管の監視方法
は。どこで破損したか、わ
かるのか。実績がないので
はないか。 
 
 

四
電 

乾式キャスクの構造上、貯蔵しながら
燃料被覆管の状態を直接確認することは
できないが、以下のとおり設計・運用する
ことにより、燃料被覆管の健全性は維持
でき、異常に対しても適切に対応できる。 
・健全燃料を収納する。 
・燃料被覆管の長期健全性は文献等をも
とに確認している。 

・貯蔵開始前の仕立作業（真空乾燥および
ヘリウムガス充填）により、乾式キャス
ク内部を不活性雰囲気とする。 

・貯蔵開始後は乾式キャスク表面温度や
建屋内温度、蓋間圧力を定期的に測定
する。 

・貯蔵時における乾式キャスクの取扱い
において設計上想定される事象が万一
発生した場合でも、使用済燃料に発生
する応力は弾性範囲内であることを確
認している。 

（R02 10/16 原子力安全専門部会(資料１
－ 別添１)） 

R02 

9/8 
渡邉 

48 

封入している使用済燃
料にリークが発生した場
合、どのように対応するの
か。仮に取扱い時に乾式キ
ャスクを落下させた場合、
内部のガス回収など具体
的な対応はどう考えてい
るのか。 

四
電 

 乾式キャスクの取扱いにおいて設計上
想定される事象が万一発生した場合で
も、使用済燃料に発生する応力は弾性範
囲内であり、使用済燃料の健全性は維持
されることを確認している。 
仮に想定事象を超えるような乾式キャ

スクの落下等が生じた場合、当該燃料は
使用済燃料ピットに戻して適切に保管す
る。 
燃料を使用済燃料ピットに戻す際は、

貯蔵開始前の準備作業（真空乾燥および
ヘリウムガス充填）と同様に、使用済燃料
ピットエリアにて乾式キャスクの内部ガ
スをガス回収タンクに回収し、燃料漏え
いの有無を確認する。 
（R02 10/16 原子力安全専門部会(資料１
－ 別添２)） 

R02 

9/8 

中村 

渡邉 
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49 

乾式キャスクに衝撃が
加わったとき、収納してい
る燃料は大丈夫か。破損し
たと思われる時、事後の対
策はどうか。 
設計上想定される事象

（衝撃）に対して、使用済
燃料の健全性に問題はな
いのか。 
加速度 20～30G がかか

った際のジルカロイにど
の程度の応力が発生する
のか計算すること。燃料被
覆 管 の 周 方 向 応 力 が
100MPa を超えないことを
数値で示すこと。 

四
電 

 乾式貯蔵施設では、地震により乾式貯
蔵建屋は損壊せず、乾式キャスクを床に
固定して設置することに加え、乾式キャ
スクを取扱うクレーンや搬送台車につい
てはクレーン構造規格等に基づき一般産
業施設や公衆施設と同等の安全性を有す
るよう設計することとしている。これを
踏まえ、設置変更許可申請（貯蔵側審査）
においては、設計上想定される状態とし
て、通常取扱時の作業員の誤操作を想定
している。 
 
 
＜設置変更許可申請（貯蔵側審査）におけ
る想定事象および燃料健全性＞ 
検査架台や貯蔵架台の近辺で乾式キャ

スクを移動させる場合、低速またはイン
チング操作を実施するが、想定事象に対
する評価としては、保守的に、 
・乾式貯蔵建屋天井クレーンの走行速度
（高速運転モード）：18.0m/分 

・乾式貯蔵建屋天井クレーンの巻上/巻下
速度（高速運転モード）1.2m/分 

で検査架台や貯蔵架台への衝突等を想定
しており、想定としては妥当である（これ
以上の速度は出ない）。（原子炉建屋の燃
料取扱棟クレーンも同じ速度） 
これらの場合で生じる加速度は１～３

Ｇ程度であり、燃料被覆管に発生する応
力は弾性範囲内であり、使用済燃料に過
度な変形が生じず、燃料ペレットが燃料
被覆管から脱落しないことから、使用済
燃料の健全性や再取出性に問題がないこ
とを確認している。 
 
 
＜想定事象時における水素化物再配向へ
の影響＞ 
18.0m/分（または 1.2m/分）で衝突した

際にも燃料被覆管の周方向には応力は増
加しないため、貯蔵時と同じ約 95MPa（1,2
号燃料用乾式キャスク）、約 86MPa（3 号
燃料用乾式キャスク）程度であり、100MPa
を下回ることを確認している。（18m/分の
場合は横方向の衝突であり、燃料棒の曲
げ方向に応力が作用する（軸方向に対し
て引張／圧縮応力が作用する）のみで、貯
蔵時と比べて周方向応力は増加しない。
また、1.2m/分の場合は軸方向の衝突であ
り、燃料棒の軸方向に対して圧縮応力が
作用するのみで、貯蔵時と比べて周方向
応力は増加しない。） 
（R02 10/16 原子力安全専門部会(資料１
－ 別添１、資料１－別添２)） 

R02 

9/8 

中村 

渡邉 
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49 

 

四
電 

なお、輸送時に対しては、輸送中の事故
（乾式キャスクの落下など）を想定した
安全性を確認するよう求められており、
設計承認申請（輸送側審査）において評価
し安全性を確認している。この評価のう
ち、乾式キャスク 0.3m 落下において 20
～30G の加速度が発生するが、燃料被覆管
は弾性範囲内であることを確認してい
る。 

R02 

9/8 

中村 

渡邉 

50 

10/16原子力安全専門部
会資料（資料１－別添２ 
ｐ２)の解析条件の設定の
考え方について、臨界解析
は実効増倍率、遮蔽解析は
線量当量率、除熱解析は温
度が高くなる等、記載を適
正化すること。 

四
電 

解析条件を高めに設定することによ
り、解析結果（実効増倍率、線量当量率、
乾式キャスク構成部材および使用済燃料
の温度）が高くなる項目は、より保守的に
評価を行うため、解析条件を高めに設定
している等、記載を適正化した。 
（R02 11/13 原子力安全専門部会(資料１
－別添２ ｐ２参照)） 

R02 

10/16 

中村 

森 



参考 1-15 

番号 委員コメントまとめ 四電、国又は事務局回答 日付 
コメント 
委員 

51 

燃料健全性を維持する
うえで、過去にどのような
試験や検討をして、乾式貯
蔵に係る温度等の基準値
が決められているのか、整
理すること。 

四
電 

平成 21年の総合資源エネルギー調査

会等の報告書では、使用済燃料の長期健

全性に関する知見を踏まえ、貯蔵期間中

における使用済燃料の健全性が維持され

ていることを判断するための具体的な方

法（最高燃焼度 48GWd/t 等の PWR燃料を

用いたクリープ試験、照射硬化回復試

験、水素化物再配向試験、応力腐食割れ

試験の結果を踏まえた評価基準を含む）

が示されている。 

・使用済燃料の劣化要因としては、化学

的要因、熱的要因、放射線による要因

があり、例えば、熱的劣化について

は、燃料被覆管の温度が貯蔵期間を通

じて文献に定められた条件以下に維持

されていれば、熱的要因による劣化に

ついては問題ないものと判断できるこ

とが示されている。 

なお、燃料健全性に関して安全審査で

確認すべき項目については、国の審査ガ

イドに定められている。 

また、1985 年から米国アイダホ国立研

究所において乾式キャスクに PWR燃料

(燃焼度;約 36GWd/t)を収納した実機検証

試験が実施され、以下について報告され

ている。 

・PWR 燃料被覆管の破損は発生していな

い。 

・抜き取った燃料１体について、クリー

プ試験、水素化物再配向確認、硬さ測

定等の詳細調査を行った結果、燃料被

覆管の破損につながるような経年変化

はない。 

当社は、最高燃焼度 48GWd/t 以下の使
用済燃料を乾式貯蔵する計画であり、乾
式キャスクおよび使用済燃料の長期健全
性については、文献等の知見を踏まえ、貯
蔵時の照射影響、熱的影響および化学的
影響の観点から問題ないことを確認する
とともに、乾式キャスクの安全機能を維
持できることを解析等により確認してい
る。 
引き続き、国内外での乾式貯蔵施設に

関する調査および文献等により、乾式キ
ャスクおよび使用済燃料の長期健全性に
関して知見等を幅広く収集し、信頼性の
向上を図る。 
（R02 11/13 原子力安全専門部会(資料１
－別添２ ｐ７，８参照)） 

R02 

10/16 

11/13 

中村 

村松 

渡邉 



参考 1-16 

番号 委員コメントまとめ 四電、国又は事務局回答 日付 
コメント 
委員 

52 

除熱解析について、燃料
集合体内での燃料棒等の
詳細な配置および燃料棒
内の温度分布を確認する
必要があるのではないか。
（解析モデルのモデル化
次第では局所的に燃料被
覆管の温度が高くなって
いる可能性があるのでは
ないのか。） 
燃料被覆管とペレット

を一緒に解析していると
思われるが、解析の保守
性、また燃料棒の間の空間
や部材の違いによる熱伝
導度の違いをどのように
考慮しているのか示すこ
と。 

四
電 

１,２号機燃料用キャスクと比べ発熱
量の大きい３号機燃料用乾式キャスクに
おける使用済燃料の発熱量は約 15.8kW
（44GWd/t、15年冷却）であり、使用済燃
料１体あたりの発熱量は約 660W、燃料棒
1 本あたり約 2.5W、燃料棒 1m あたりでは
わずか 0.7W で、原子炉内（定格出力で運
転中）の約 1/25000 程度であるため、燃
料棒内（燃料被覆管表面からペレット中
心まで）の温度差は 0.06℃程度であり、
無視できる程度である。※ 

これを踏まえて、除熱解析の燃料集合
体モデルでは、燃料棒のモデルは径方向
の要素分割は行わず、ペレット、ギャップ
及び燃料被覆管の均質体（熱伝導率は体
積平均値）としている。 
※(15.8kW/基)÷(24 体/基)=約 660W/体 

(660W/体)÷(264 本/体)=約 2.5W/本 
(2.5WW/本)÷(3.648m/本)=約 0.7W/m 
0.7W/m÷ 原 子 炉 内 線 出 力 （ 平 均
17.1kW/m）=1/25000 
（ペレット中心 1770℃－燃料被覆管
表面温度 349℃）×（ 1/25000）＝   
約 0.06℃ 

（R02 11/13 原子力安全専門部会(資料１
－別添２ ｐ９，１０参照)） 

R02 

10/16 

中村 

渡邉 

53 

中性子実効増倍率は、統
計誤差の３倍を平均値に
足したものであるとのこ
とだが、統計誤差はいくら
か。また、モンテカルロ法
による計算の回数はどの
程度か。 

四
電 

統計誤差の３倍については、0.001～
0.002 程度である。 
また、モンテカルロ法による計算は、既

設の使用済燃料ピットや従来の輸送キャ
スクの許認可で実績があり、これらと同
様に十分多い回数で行っている。 

R02 

10/16 
森 

54 

燃料棒が貯蔵中に割れ
る確率について、どのよう
に認識しているのか。 

四
電 

使用済燃料ピットでの貯蔵など発電所
供用期間中の事例で燃料リークが発生し
た割合は、実績としては 0.001％程度であ
る。乾式貯蔵施設は、乾式キャスク内部を
不活性な状態で静的に保管するものであ
るため、乾式貯蔵中の漏えい確率はより
低いものと考えている。 

R02 

10/16 
渡邉 

55 

核燃料サイクルについ
ては、これまで中心と言わ
れていた高速増殖炉が中
断となり、プルサーマル発
電だけとなっていること
から、電事連任せではな
く、国として積極的にプル
トニウムの消費ができる
新型炉の開発に向けて支
援していくことが大事で
ある。 

資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁 

高速炉開発は中断しているわけではな
く、2018 年 12 月に策定した戦略ロード
マップに基づき、21 世紀後半の高速炉本
格利用への具体化に向けて取組を進めて
いる。足元５年程度は、これまでの技術・
人材を活用し、多様な技術間の競争を促
進する。その後、採用する可能性のある技
術の絞り込みを行っていく。 

R02 

11/13 
渡邉 



参考 1-17 

番号 委員コメントまとめ 四電、国又は事務局回答 日付 
コメント 
委員 

56 

合理的な設計や規制の
ルール作りに資するため、
経済性も含めた検討も行
えるよう、核燃料サイクル
を構成する様々なタイプ
の施設について、個別プラ
ントではなく、一般化した
プラントを設定し、資源エ
ネルギー庁がリスク評価
を行うことは、多くの人の
メリットになると考えら
れる。 

資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁 

規制の中身について申し上げる立場に
ないという前提で申し上げるが、規制を
超えて更に安全性を高めていくことが重
要と考えている。国が働きかけを行い、原
子力産業界で原子力の更なる安全性確保
を目指す組織として、ＡＴＥＮＡ（原子力
エネルギー協議会）を設立し、業界大で取
組を進めているところであり、国として
もサポートしているところ。引き続き原
子力業界を取り巻く課題に総合的に対処
できるように取り組んでまいりたい。 

R02 

11/13 
村松 

57 

核燃料サイクルや放射
性廃棄物処分などの原子
力行政の課題については、
各電力会社の枠を超えて、
国全体として対応してほ
しい。 

資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁 

電力自由化で競争環境を高めていく議
論がある一方で、核燃料サイクルや放射
性廃棄物の最終処分地確保などの課題に
ついては、電力大で協調しなければ解決
が見出しにくいものと認識。その最適化
の形は模索しながら考えていくものだと
思うが、例えば、使用済燃料対策について
は、我々も連携し、電力大で取り組みなが
ら、前に進めているところ。 

R02 

11/13 
高橋 

58 

将来の高速増殖炉の実
用化など、技術的なビジョ
ンの全体像を早めに示し
てもらいたい。 

資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁 

原子力政策に関しては、長期的な視点
の必要性は十分に理解した上で、足元で
は、まずは安全確保を最優先に再稼働を
しっかりと進め、国民の信頼回復に努め
ることが重要と考えている。 
他方で、長いスパンに立った政策とい

う意味で、柔軟性を確保し得るような環
境をどう作っていけるかをにらみなが
ら、政策を考えていくことが大事だと考
えている。 

R02 

11/13 
中村 

59 

燃料被覆管については、
壊れていいわけではない
が、場合によっては壊れる
こともあり得る。審査の勘
所としては、キャスクの二
重蓋による閉じ込め機能
にあるという理解でよい
か。 

原
子
力
規
制
庁 

ご意見のとおり。乾式キャスク内部は
負圧にしており、蓋間圧力の監視によっ
て核分裂生成ガスが放出する前に異常を
検知できる構造となっている。 
仮に異常があった場合は、使用済燃料

プールに移送して、きちんと修復する方
針となっていることを確認している。 

R02 

11/13 
村松 

60 

乾式キャスクの閉じ込
め機能により、核分裂生成
ガスの外部放出について
安全が担保されていると
いうことだが、やはり内部
の燃料被覆管の健全性が
重要だと認識しているが、
いかがか。 

原
子
力
規
制
庁 

当然、内部の燃料被覆管が破損してい
いということではなく、破損に至る温度
等の条件には到達しないということは確
認している。 R02 

11/13 
渡邉 
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番号 委員コメントまとめ 四電、国又は事務局回答 日付 
コメント 
委員 

61 

乾式キャスクにおける
60 年間の使用済燃料貯蔵
の安全性を担保できる論
文やデータが不足してい
ると感じており、実際の材
料における評価等を行い、
しっかりと審査の根拠に
してもらいたい。 

原
子
力
規
制
庁 

現状ある情報を基に審査した結果、燃
料被覆管については、基準値を下回って
いる。また、幾つかの乾式キャスクについ
えては蓋部を開け、内部の燃料被覆管の
状況等を調べており、全体的にみて問題
ないものと考えている。 
勿論、電力等でデータを拡充すること

は望ましいものと考えている。 

R02 

11/13 
渡邉 

62 

原子力規制庁の審査書
に記載されている「３号炉
原子炉主任技術者をメン
バーに含む伊方発電所安
全運営委員会」は、どのよ
うなメンバーで構成され
ているのか。 

四
電 

伊方発電所に設置している四国電力社
内の委員会であり、発電所長を委員長と
している。所内の重要事項を変更する場
合等は、この委員会の審議を経て決定し
ている。 

R02 

11/13 
高橋 

63 

乾式キャスク内部の初
期圧力及び 60 年貯蔵した
際の圧力変化はどの程度
か。 

四
電 

乾式キャスク内部初期圧力は、８×
104Paである。 
閉じ込め機能については、使用済燃料

の破損率を保守的に 0.1%として想定し、
燃料破損に伴う圧力上昇を考慮した上
で、60 年間、乾式キャスク内部は大気圧
を下回ることを確認している。 
（R02 11/13 原子力安全専門部会(資料３
－ 別添１） 

R02 

11/13 
中村 

64 

除熱評価においては、15
年冷却した３号炉用使用
済燃料の温度は、約 220℃
と評価しているが、実際に
測定した例はあるのか。 

四
電 

使用済燃料の温度に関して、貯蔵中に
測定したことはないと考えている。 
発電所における使用済燃料の温度測定

については、作業安全および被ばく低減
の観点から軽々に実施することはできな
い。 

R02 

11/13 
渡邉 

65 

貯蔵中においては、燃料
被覆管の熱的影響の制限
値である 275℃を超えるよ
うな事象はないというこ
とでいいか。 

四
電 

外部火災及び乾式貯蔵施設内の内部火
災においても、燃料被覆管が 275℃を超え
るような事象はないと考えている。 
（R02 11/13 原子力安全専門部会(資料３
－ 別添１） 

R02 

11/13 
渡邉 

66 

使用済燃料の保管状況
や搬出計画等について、適
宜報告するようにしてほ
しい。 

－ （欠席委員コメント） 
R02 

11/13 
宇根崎 

67 

敷地境界における年間
線量は、安全協定で定める
目標値７μSv/y 以下は満
足しているのか。 

事
務
局 

四国電力においては、最も影響が高い
と考えられる敷地境界２地点において線
量評価を行っており、それぞれ安全協定
で定める目標値７μSv/y 以下は満足して
いる。 

R02 

11/13 
望月 

68 

敷地境界における年間
線量の評価値が示されて
いるが、四国電力において
は、施設が設置された後、
モニターを行っていくと
の理解でいいか。 

四
電 

敷地境界付近にはモニタリングポスト
等を設置しており、常時モニタリングを
行っている。また、測定した結果について
は、環境専門部会に定期的に報告を行っ
ている。 

R02 

11/13 
中村 

 



参考 2-1 

既設乾式貯蔵施設の現地調査について 

平成 30 年６月 15 日に開催した伊方原子力発電所環境安全管理委員会原子力安全専門部
会において提案された既設乾式貯蔵施設の現地調査について、下記のとおり実施した。 

 

１．東海第二発電所【日本原子力発電㈱】（茨城県那珂郡東海村） 
（平成30年９月12日）望月部会長、岸田委員、高橋委員、中村委員、渡邉委員、吉川元委員 
（平成30年11月７日）森委員 

乾式貯蔵施設 

 
（出典：日本原子力発電㈱ホームページ） 

 

乾式貯蔵施設内（奥に見える円筒が乾式キャスク） 

 

乾式貯蔵施設内（委員が入っている場所が給気経路） 

 

乾式キャスク底部（固定金具部分） 

・ 乾式キャスクは縦置きで建屋内に計 21基が保管されており、そのうち 15基が使用され

ていた。 

・ 給気口から排気口への空気の流れが感じられ、自然冷却されていた。 

・ 建屋内では、放射線モニタによる線量監視（管理値 0.15 mSv/h）、給排気口に設置され

た温度計による温度監視（管理値 建屋排気温度 44 ℃, 建屋給排気温度差 12℃）が行

われていた。 

・ 乾式キャスク自体には、二重蓋間圧力監視計（管理値:0.300MPa abs)および表面温度計

（管理値:127.0℃)が設置されていた。（使用中のキャスクの管理値） 

・ 上記の監視情報は、発電所中央制御室で監視されていた。 

・ 当該乾式貯蔵施設には、乾式キャスクが 24 基保管でき、使用済燃料プールで７年以上

冷却された使用済燃料を保管することとなっている。 

・ 使用中の乾式キャスクの固定は、基準地震動の見直しに伴い、トラニオン固定金具の改

良を完了しており問題ない。 

・ キャスクは貯蔵専用のため、搬出時には内包している使用済燃料を輸送専用キャスクに

移し変える。 

・ 東日本大震災の際、乾式貯蔵施設に特段の影響はなかった。 

参考資料２ 
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２．福島第一原子力発電所【東京電力ＨＤ㈱】（福島県双葉郡大熊町・双葉町） 

（平成 30年９月 11日）望月部会長、高橋委員、中村委員、渡邉委員、吉川元委員 

キャスク仮保管設備（現在、乾式キャスクを保管しているところ。撮影不可。） 

 

（出典：東京電力ＨＤ㈱ホームページ） 

 

事故後の旧キャスク保管建屋内の状況 

出典：福島原子力事故調査報告書（平成 24 年６月 20 日東京電力株式会社） 

 

現在の旧キャスク保管建屋内の状況 

・ 約 15ｍの津波被害のあった旧キャスク保管建屋内において、当時、乾式キャスク自体は

９基保管されており、全て水没したが、その後の検査結果より、健全性に問題はなかっ

た。なお、現在も当該キャスクは使用中であった。 

・ 現在、海抜約 35ｍに「キャスク仮保管設備」を設け、37基を横置きで保管していた。 

・ 乾式キャスク保管のための建屋はなく、キャスク１基ずつをコンクリート壁で覆い、キ

ャスクを設置した区画ごとに放射線モニタが設置されていた。 

・ 東海第二発電所と同様に、キャスクの表面温度、二重蓋間圧力及び区画の空間放射線量

率を常時監視していた。なお、それぞれの管理値については、下記のとおりであるが、

設置工事に係わる確認実施時の値であり、今後変更の可能性がある。 
 
○表面温度の管理値   ○二重蓋間圧力の管理値 
 ・乾式貯蔵キャスク(大型)：77℃  ・乾式貯蔵キャスク(大型)：294kPa abs 
 ・乾式貯蔵キャスク(中型)：69℃  ・乾式貯蔵キャスク(中型)：294kPa abs 
 ・輸送貯蔵兼用キャスクＢ：79℃  ・輸送貯蔵兼用キャスクＢ：250kPa abs 
 
○区画の空間放射線量率の管理値 
  3.0×10^-2(10の-2乗)mSv/h



 

 
伊方発電所 使用済燃料乾式貯蔵施設設置計画の概要 

 

１．乾式貯蔵建屋 
  取扱エリアと貯蔵エリアからなる鉄筋コンクリート造の建屋で、乾式キャスクを 45基
（燃料集合体で約 1,200体、500トン・ウラン規模）配置可能な構造とする。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
２．乾式キャスク 
  １、２号機ウラン燃料用と３号機ウラン燃料用の２タイプを設置し、十分に冷却が進
んだ使用済燃料を収納する。 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
３．乾式キャスクの収納制限 
  使用済燃料は下表の制限を全て満足するように乾式キャスクに収納する。 

 

参考資料３ 

中性子遮蔽材【レジン】

二次蓋【炭素鋼】

一次蓋【炭素鋼】

使用済燃料

バスケット

【ほう素添加アルミニ
ウム合金、アルミニウ
ム合金】

ガンマ線遮蔽材【炭素鋼】

伝熱フィン【銅】

貯蔵架台

2.6m

5.2m

1,2号炉ウラン燃料（14×14型燃料）用

基礎ボルト（床面に固定）

2.6m

5.2m

3号炉ウラン燃料（17×17型燃料）用

固定装置

乾式キャスクの形状

 寸 法 ：（直径）2.6m （高さ）5.2m

 重 さ ：約120トン（使用済燃料等含む）

収納物

＜1,2号炉燃料用＞

・ 使用済燃料（14×14型燃料）(注１) ： 32体/基

＜3号機燃料用＞

・使用済燃料（17×17型燃料） (注2) ： 24体/基

・ﾊﾞｰﾅﾌﾞﾙﾎﾟｲｽﾞﾝ集合体：12体以下/基

（注１） 断面寸法197mm角、全長約4.1m

（注２） 断面寸法214mm角、全長約4.1m

仕様
キャスク収納制限

中央部 外周部

燃料
集合体
１体の
仕様

燃料タイプ
14×14型 （Ａ/Ｂ型）

48GWd/t型 39GWd/t型 39GWd/t型

初期ウラン濃縮度

(wt%)
≦4.2 ≦3.5

最高燃焼度
（燃料集合体平均）

(GWd/t)
≦48 ≦39

SFP※１での冷却期間

(年)
≧15 ≧25

キャスク

１基あたり

平均燃焼度

(GWd/t)
≦45 ≦33

配置制限

中央部
（16体）

外周部
（16体）

仕様
キャスク収納制限

中央部 外周部

燃料

集合体
１体の
仕様

燃料タイプ
17×17型 （Ａ/Ｂ型）

48GWd/t型

初期ウラン濃縮度
(wt%)

≦4.2

最高燃焼度
（燃料集合体平均）

(GWd/t)
≦48 ≦44

SFP※１での冷却期間
(年)

Ａ型：≧15※２

Ｂ型：≧17
Ａ型：≧15
Ｂ型：≧17

キャスク
１基あたり

平均燃焼度
(GWd/t)

≦44

ﾊﾞｰﾅﾌﾞﾙ

ﾎﾟｲｽﾞﾝ

最高燃焼度
(GWd/t)

≦90 －

SFP※１での冷却期間

(年)
≧15 －

配置制限

中央部
（12体）

外周部
（12体）

※２：回収ウラン燃料（使用済燃料を再処理して得られたウランを再利用した
燃料）については、15年以上冷却した通常ウラン燃料と放射線量及び
発熱量が同程度以下となるよう20年以上冷却した後、収納する。

1,2号炉ウラン燃料（14×14型燃料）用 3号炉ウラン燃料（17×17型燃料）用

※１：使用済燃料ピット
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